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第１章 総則 

第１節 計画の目的 

第１ 計画の目的 

寒川町地域防災計画（以下「本計画」という。）は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）

第 42条の規定に基づき、町民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的として、寒川町防

災会議1が作成するものである。 

地震災害対策計画は、地震災害全般に関して、総合的な指針及び対策を定めたものであり、本計

画を有効適切に活用することにより、町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的と

している。 

第２ 計画推進の考え方 

災害対策は、町、県、防災関係機関のみならず、町民、自主防災組織等の地域が中心となって、

「自らの生命は自らが守る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」との考えに基づき行動すること

が重要となっている。 

過去に発生した大規模災害では、災害直後の「自分・家族」、「町民同士」による助け合いによっ

て、多くの命が救われている。さらに、長期間にわたる避難生活等においても、地域のつながりが

被災者の支えとなっている。 

このため、本計画の推進は、「町民・事業所」、「町民で組織する自主防災組織、自治会、災害協

定を締結している事業所、事業所の自衛消防隊等」、「行政・防災関係機関」の 3者が協働により、

それぞれの役割をもって連携及び協力しあう「自助・共助・公助」を基本として行う。 

 

第３ 計画の構成 

本計画は、防災基本計画、神奈川県地域防災計画及び指定行政機関・指定公共機関の防災業務計

画と整合性を有している。 

なお、令和 4年 4月 1日より、茅ヶ崎市への事務委託方式による消防広域化（消防団及び消防水

                            
1 寒川町地域防災計画の作成及びその実施を推進する組織で、町長を会長とし、指定地方行政機関の職

員、県知事部内の職員、警察、消防団長、指定公共機関、自治会長連絡協議会等で構成される。 

連携・協力 

 

自  助 
自分、家族、事業所が 
自らを災害から守ること 

公  助 
国・県・町・防災関係機関が町民

等を災害から守ること 

共  助 
自主防災組織、自治会
等、地域が協力して地域
を災害から守ること 
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利事務を除く。）を実施したことから、寒川町域における消防事務は茅ヶ崎市消防本部が担うため、

本計画中の消防事務については、茅ヶ崎市消防本部との関連性を有する計画となっている。 

 

本計画は、災害の種別により、「地震災害対策計画」、「風水害対策計画」、「特殊災害対策計画」

及び「資料編」で構成する。 

地震災害対策計画の構成は、次のとおりである。 

 

第 1章 総則 
・地域防災計画の目的、町の自然的・社会的条件、災害想定等、計画

の前提条件を記載している。 

第 2 章 災害に強い

組織・ひとづくり 

・「自助」として、防災について知識をつけるとともに、家庭内備蓄

と備えを行うことを記載している。 

・「共助」として、自主防災組織を結成し、地域で防災訓練の実施、

要配慮者の支援体制の構築等を行い、地域防災力を向上させるこ

とを記載している。 

第 3 章 都市の安全

性の向上 

・市街地、ライフライン、建築物等の整備を行い、災害に強いまちづ

くりを行うことを記載している。 

第 4 章 災害時応急

活動事前対策 

・災害発生に備えて、主に行政が行う平常時の事前準備について記

載している。 

・内容は、本部機能、救助・救急・消火体制、避難対策、飲料水・食

料等の供給体制、医療救護等の体制づくりを記載している。 

第 5 章 災害時応急

活動対策 

・地震が発生した場合の対策を記載している。 

・内容は、災害時の本部設置、避難等の緊急的な対応、避難所の運

営、広域応援、災害ボランティア、被災者生活の支援等、多岐にわ

たる対策を記載している。 

第 6 章 復旧・復興

対策 

・復興に向けた組織、調査、復興計画の策定等の復興に向けた対策

を記載している。 

第 7 章 南海トラフ

地震防災対策推進

計画 

・南海トラフ地震に対する備えと、南海トラフで先発地震が発生し、

気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合の、後発

地震に備えた対策を記載している。 

第４ 計画の修正 

本計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認めるとき

はこれを修正する。 
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第２節 自然的・社会的条件 

第１ 自然的条件 

１ 位置 

町は、神奈川県の中央部を流れる相模川の河口から上流約 6kmの左岸に位置し、面積は、

13.42km2で、東西 2.9km、南北 5.5kmである。町の東は藤沢市及び茅ヶ崎市に、西は相模川を隔

てて平塚市及び厚木市に、南は茅ヶ崎市に、北は海老名市に接している。 

２ 地形 

町は、相模原台地の南西部に位置する台地及び相模川、目久尻川、小出川によって形成された

沖積低地からなり、標高は約 5～27ｍである。 

相模原台地は、相模川によって形成された扇状地性の段丘で、形成年代によりいくつかの段丘

面に区分される。そのうち、町が位置する段丘面は、海老名から寒川にかけてやや広く分布し、

町付近から下流では沖積低地の下に没している。 

沖積低地は、ほぼ平坦な地形であるが、相模川沿いには微高地である自然堤防が分布する。 

３ 地質 

相模原台地は、砂礫及び火山灰（ローム）が堆積する。沖積低地は、河川及び海面が上昇した

ときに堆積した礫、砂、泥が分布する。 

４ 気候 

町の年間平均気温は、約 15℃で比較的温暖であり、夏季平均気温（6～8月）は約 25℃、冬季

平均気温（12～2月）は約 5℃である。降雨量は、5月、6月、台風期の 9月、10月に多い。風

速の年間平均速度は、約 3.0m/sである。 

 

令和 2年の平均気温及び降水量（寒川消防署） 
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５ 地震災害の履歴 

神奈川県に被害を及ぼす地震は、主に相模湾から房総半島南東沖にかけてのプレート境界付近

で発生する地震と、陸域の様々な深さの場所で発生する地震である。 

特に、相模湾から房総半島南東沖にかけてのプレート境界付近で発生した 1923年の大正関東

地震では、県内で死者・行方不明者 33,067名の非常に大きな被害※1が生じた。 

町においては、全潰 541世帯、半潰 203世帯、焼失 1世帯、死者 12名の被害※2が生じた。 

なお、別の記録では、全壊家屋 575戸、死者 31名※3となっている。 

また、当時の主要産物であるさつまいもの収穫が 1/3に減少、寒川尋常高等小学校の校舎倒壊

等の被害※3が記録されている。 

※1 「神奈川県の地震活動の特徴」 地震調査推進本部ホームページ 

※2 諸井孝文・武村雅之（2004）「関東地震（1923年 9月 1日）による被害要因別死者数の推定」

日本地震工学会論文集 第 4巻、第 4号、2004 

※3 寒川震災年表 

 

西暦 
（和暦） 

地域（名称） 
規模（ﾏｸﾞﾆﾁ

ｭｰﾄﾞ） 
主な被害 

818 
（弘仁 9） 

関東諸国 7.5以上 
相模、武蔵、下総、常陸、上野、下野等での被害。圧死者
多数。 

878.11.1 
（元慶 2） 

関東諸国 7.4 相模、武蔵を中心に被害。圧死者多数。 

1257.10.9 
（正嘉 1） 

関東南部 7.0～7.5 鎌倉で山崩れ、社寺・家屋倒壊等の被害。 

1293.5.27 
（永仁 1） 

鎌倉 7.0 
鎌倉で社寺・家屋倒壊、焼失等の被害。死者は数千から
23,000人余の諸説あり。 

1498.9.20 
（明応 7） 

（明応地震） 8.2～8.4 鎌倉で津波により溺死者 200人。 

1605.2.3 
（慶長 9） 

（慶長地震） 7.9 小田原で人馬数百死。 

1633.3.1 
（寛永 10） 

相模、駿河、伊豆 7.0 
小田原で最も被害が大きく、小田原市内で死者 150 人、
家屋全壊多数。箱根でも死者あり。 

1648.6.13 
（慶安 1） 

相模、江戸 7.0 小田原領内で家屋全壊多数。箱根で死者 1人。 

1649.9.1 
（慶安 2） 

川崎、江戸 6.4 
川崎で民家 140～150軒等が倒壊。付近の村でも家屋倒壊
あり。死傷者多数。 

1697.11.25 
（元禄 10） 

相模、武蔵 6.5 鎌倉で家屋全壊あり。 

1703.12.31 
（元禄 16） 

（元禄地震） 7.9～8.2 
沿岸部を中心に甚大な被害。小田原領内で死者 2,291人、
家屋全壊 8,007棟。津波による被害もあり。 

1782.8.23 
（天明 2） 

相模、武蔵、甲斐 7.0 箱根、小田原で被害が大きく、住家約 800棟破損。 

1812.12.7 
（文化 9） 

武蔵、相模 61/4 横浜で家屋全壊 22棟。付近でも死者、家屋全壊あり。 

1853.3.11 
（嘉永 6） 

小田原付近 6.7 
小田原を中心に被害。死者 24人、負傷者 13人、家屋全壊
1,088棟。 

1855.11.11 
（安政 2） 

（安政）江戸地
震） 

6.9 
県東部を中心に被害。死者 37人、負傷者 75人、家屋全壊
64棟。 

1894.6.20 
（明治 27） 

東京湾北部（（明
治）東京地震と
も呼ばれる。） 

7.0 
横浜市、橘樹郡を中心に被害。死者 7 人、負傷者 40、家
屋全半壊 40棟。 

1923.9.1 
（大正 12） 

（大正関東地
震） 

7.9 
死者・行方不明者 33,067人、負傷者 56,269人、住家全壊
62,887棟、住家焼失 68,569棟、住家流出 136棟。 
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1924.1.15 
（大正 13） 

丹沢山塊（丹沢
地震とも呼ばれ
る。） 

7.3 
関東地震の余震。死者 13人、負傷者 466人、住家全壊 561
棟。 

1930.11.26 
（昭和 5） 

（北伊豆地震） 7.3 死者 13人、負傷者 6人、住家全壊 88棟。 

1983.8.8 
（昭和 58） 

神奈川・山梨県
境 

6.0 死者 1人、負傷者 23人。 

2005.2.16 
(平成 17) 

茨城県南部 5.3 負傷者 1人。 

2005.2.16 
(平成 17) 

千葉県北西部 6.0 負傷者 9人。 

2011.3.11 
(平成 23) 

（東北地方太平
洋沖地震） 

9.0 死者 5人、負傷者 137人。 

出典：神奈川県地域防災計画による。 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

町の人口・世帯数の推移は、次のとおりである。 

 
人口及び世帯数の推移 

２ 土地利用 

町の土地利用は、次のとおりである。 

地目 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 

面積（ha） 80 203 507 11 3 115 

平成 30年 1月 1日現在 

３ 交通 

（１）公共交通 

町域には、ＪＲ相模線が南北方向に縦断し、寒川駅、宮山駅、倉見駅の 3駅がある。 

バス路線は、寒川駅を中心に神奈川中央交通、相鉄バス及び町コミュニティバスにより運行

されている。  
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（２）道路交通 

町域には、湘南地域と東名高速道路、中央高速道路等を結ぶ首都圏中央連絡自動車道の寒川

北 IC及び寒川南 ICがある。 

また、町と近隣とを結ぶ道路として、県道 44号（伊勢原藤沢）、45号（丸子中山茅ヶ崎）、

46号（相模原茅ヶ崎）、47号（藤沢平塚）がある。 
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第３節 災害の想定 

第１ 前提条件 

１ 想定地震 

本計画は、「神奈川県地震被害想定調査報告書」（平成 27年 3月）に基づき、県が想定した地

震のうち、町に最も影響を及ぼす「都心南部直下地震」、「三浦半島断層群の地震」、「東海地

震」、「南海トラフ巨大地震」、「大正型関東地震」を前提とする。 

想定地震名 
モーメントマ

グニチュード 
県内最大震度 発生確率 

都心南部直下地震 7.3 
横浜市・川崎市を中

心に震度 6強 

南関東地域のマグニチュード 7

クラスの地震が 30年間で 70％ 

三浦半島断層群の地震 7.0 
横須賀三浦地域で震

度 6強 
30年以内 6～11％ 

東海地震 8.0 県西地域で震度 6弱 
南海トラフの地震は 30年以内

70～80％程度 

南海トラフ巨大地震 9.0 県西地域で震度 6弱 
南海トラフの地震は 30年以内

70～80％程度 

大正型関東地震 8.2 
湘南地域・県西地域

を中心に震度 7 

30年以内ほぼ 0％～6％ 

（200年から 400年の発生間

隔） 

※発生確率については「地震調査研究推進本部（文部科学省：令和 3年 1月 13日現在）」、「中央防災会

議首都直下地震モデル検討会報告書（内閣府：平成 25年 12月）」などによる評価 

２ 想定条件 

火災被害等による被害が最大となり、防災関係機関が初動体制を取りにくい条件を想定してい

る。 

条件 設定 

季節 冬 

日 平日 

発生時刻 18時 

風速・風向 気象観測結果に基づく地域ごとの平均 

第２ 想定結果 

１ 震度 

町では、都心南部直下地震では震度 6弱、三浦半島断層群の地震では震度 5強～6弱、東海地

震では 5弱～5強、南海トラフ巨大地震では震度 5強、大正型関東地震では震度 6強～7の揺れ

が想定された。 
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２ 液状化 

大正型関東地震において、低地での液状化危険度が高いと想定された。その他の地震では、液

状化危険度は低いと想定された。 

３ 被害 

それぞれの想定地震における町の被害は、次のとおりである。 

被害想定結果 

想定地震 

項目 

都心南部 

直下地震 

三浦半島断

層群の地震 
東海地震 

南海トラフ 

巨大地震 

大正型 

関東地震 

建物 

被害 

全壊棟数 (棟) 90 20 10 10 4,630 

半壊棟数 (棟) 650 200 40 50 2,530 

火災 

被害 

出火件数 (件) 0 0 0 0 20 

焼失棟数 (棟) 0 0 0 0 1,260 

死 

傷 

者 

数 

死者数 (人) * 0 0 0 210 

重症者数 （人） * * 0 0 140 

中等症者数 (人) 60 20 * * 900 

軽症者数 (人) 110 40 10 10 890 

避難 

者数 

1日～3日 (人) 1,400 400 110 130 30,630 

4日目～1週間後 （人） 1,400 400 110 130 30,130 

1ケ月後 (人) 1,400 400 110 130 23,920 

要  

配  

慮  

者  

避難者 
高齢者数 (人) 110 30 * 10 2,340 

要介護者数 (人) 30 * * * 650 

断水人口 
高齢者数 (人) 0 0 0 0 3,450 

要介護者数 (人) 0 0 0 0 960 

家屋被害 
高齢者数 (人) 190 60 10 20 2,070 

要介護者数 (人) 50 20 * * 580 

帰宅

困難

者数 

直後 （人） 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 

1日後 （人） 0 0 0 0 2,470 

2日後 （人） 0 0 0 0 2,470 

自力脱出困難者（要救助者） （人） * 0 0 0 1,200 

ラ 

イ 

フ 

ラ 

イ 

ン 

上水道 断水人口（直後） (人) 1,750 170 * 10 45,250 

下水道 機能支障人口 (人) 1,630 920 710 720 7,490 

都市ガス 供給停止件数 (戸) 0 0 0 0 4,530 

ＬＰガス 供給支障数 (戸) 140 0 0 0 290 

電力 停電件数 (軒) 28,480 50 50 50 28,480 

通信 不通回線数 (回線) 16,020 30 30 30 16,300 

エレベーター停止台数 (台) 20 * * * 30 

災害廃棄物量 (万ﾄﾝ) 3 1 * * 96 

※＊：わずか（計算上 0.5以上 10未満（ただし災害廃棄物量は 0.5以上 1t未満））  

0：計算上 0.5未満は 0とした。 

出典：神奈川県地震被害想定調査報告書（平成 27年 3月）による。 
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第４節 計画の推進主体とその役割 

第１ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱（公助） 

１ 町 

町は、防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、町の地域並びに町民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、自衛

隊、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者の協力を得て防災活動を実施する。 

（１）防災組織の整備及び育成指導 

（２）防災知識の普及及び教育 

（３）災害教訓の伝承に関する啓発 

（４）防災訓練の実施 

（５）防災施設の整備 

（６）防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

（７）消防活動その他の応急措置 

（８）避難対策 

（９）災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

（10）被災者に対する救助及び救護の実施 

（11）保健衛生 

（12）文教対策 

（13）被災施設の復旧 

（14）その他の災害応急対策 

（15）その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

２ 県 

県は、市町村を包括する広域的な自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災害

から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、自衛隊、公共的団体

及び防災上重要な施設の管理者の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方

公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

（１）防災組織の整備 

（２）市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

（３）防災知識の普及及び教育 

（４）災害教訓の伝承に関する啓発 

（５）防災訓練の実施 

（６）防災施設の整備 

（７）防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

（８）災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

（９）緊急輸送の確保 

（10）交通規制、その他社会秩序の維持 

（11）保健衛生 

（12）文教対策 

（13）市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 
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（14）災害救助法（昭和 22年法律第 118号）に基づく被災者の救助（救助実施市域を除く）及び

資源配分の連絡調整 

（15）被災施設の復旧 

（16）その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関2は、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定

行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市町

村の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置を行う。 

（１）関東管区警察局 

ア 管区内各県警察の災害警備活動の指導調整 

イ 管区内各県警察の相互援助の調整 

ウ 他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携 

エ 警察通信の確保及び通信統制 

オ 津波警報の伝達 

（２）関東財務局（横浜財務事務所） 

ア 横浜第 2合同庁舎を帰宅困難者用一時滞在施設として開設 

イ 応急措置に活用可能な未利用地及び庁舎等の国有財産情報の提供 

ウ 災害が発生した場合における地方公共団体等に対する国有財産の無償貸付等 

エ 民間金融機関による非常金融措置の実施要請等 

オ 地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 

カ 主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会 

（３）関東農政局（神奈川県拠点） 

ア 農業関係の被害状況の情報収集及び報告に関すること 

イ 応急用食料等の支援に関すること 

ウ 食品の需給・価格動向等に関すること 

（４）関東森林管理局 

ア 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

イ 災害復旧用材（国有林材）の供給 

（５）関東経済産業局 

ア 生活必需品、復旧用資材等防災関係物資の円滑な供給の確保 

イ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

ウ 被災中小企業の振興 

（６）関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等の危険物の保安確保 

イ 鉱山における災害時の応急対策及び保安確保 

（７）関東運輸局 

ア 災害時における応急海上輸送対策 

イ 代替輸送の輸送機関への指導調整 

ウ 災害時における関係機関、輸送機関との連絡調整  

                            
2 内閣総理大臣が関係法に基づいて指定する指定行政機関の地方支分局のこと。公共的機関及び公益的事

業を営む法人のうち内閣総理大臣が指定するもの。 
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（８）関東運輸局（神奈川運輸支局） 

災害時における関係機関、輸送機関との連絡調整 

（９）東京航空局（東京空港事務所） 

ア 災害時における航空機の輸送に関し、安全確保等必要な措置 

イ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

ウ 特に指定した地域の上空の飛行規制とその周知徹底 

（10）東京管区気象台（横浜地方気象台） 

ア 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水象の予報並

びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説 

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

エ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

（11）関東総合通信局 

ア 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

イ 災害時テレコム支援チーム（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）による災害対応支援 

ウ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し 

エ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更

及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実

施 

オ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

（12）神奈川労働局（藤沢労働基準監督署） 

工場事業場における労働災害の防止 

（13）関東信越厚生局 

ア 管内の被害情報の収集及び伝達に関すること 

イ 関係機関との連絡調整に関すること 

（14）国土地理院関東地方測量部 

ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供 

イ 復旧・復興のための公共測量に関する指導・助言 

ウ 地殻変動の監視 

（15）関東地方整備局（横浜国道事務所、京浜河川事務所） 

ア 防災上必要な教育及び訓練 

イ 水防に関する施設及び設備の整備 

ウ 災害危険区域の選定 

エ 災害に関する予報並びに警報の発表及び伝達 

オ 災害に関する情報の収集及び広報 

カ 水防活動の助言 

キ 災害時における交通確保 

ク 災害時における応急工事及び緊急対応事業の実施 

ケ 災害復旧工事の施工 

コ 再度災害防止工事の施工 

サ 港湾施設及び海岸保全施設等の整備 

シ 港湾施設、海岸保全施設等に関わる応急対策及び復旧対策の指導、協力 
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ス 港湾施設、海岸保全施設の災害応急対策及び復旧対策 

（16）南関東防衛局 

ア 所管財産の使用に関する連絡調整 

イ 災害時における防衛省本省及び自衛隊等との連絡調整 

ウ 在日米軍が災害対策措置を行う場合の連絡調整支援 

（17）関東地方環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

ウ 放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除去への支援（東日本大震

災による福島第一原子力発電所から放出された放射性物質に限る） 

エ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提供等 

４ 指定公共機関 

指定公共機関3は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実施するとともに、

県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

（１）鉄道機関（東日本旅客鉄道（株）寒川駅） 

ア 鉄道、軌道施設の整備、保全 

イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

（２）電信電話機関（東日本電信電話（株）神奈川事業部、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ（株）、（株）ＮＴＴドコモ神奈川支店） 

ア 電気通信施設の整備及び点検 

イ 電気通信の特別取扱 

ウ 電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

（３）日本銀行（横浜支店） 

ア 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

イ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

オ 各種措置に関する広報 

（４）日本赤十字社（神奈川県支部寒川町分区） 

ア 医療救護 

イ こころのケア 

ウ 救援物資の備蓄及び配分 

エ 血液製剤の供給 

オ 義援金の受付及び配分 

カ その他応急対応に必要な業務 

（５）日本放送協会（横浜放送局） 

ア 気象予報、警報等の放送周知 

イ 緊急地震速報の迅速な伝達 

                            
3 公共的機関及び公益的事業を営む法人のうち内閣総理大臣が指定するもの。 
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ウ 災害状況及び災害対策に関する放送 

エ 放送施設の保安 

（６）東日本高速道路（株）（関東支社） 

ア 道路の耐震整備 

イ 道路の保全 

ウ 道路の災害復旧 

エ 災害時における緊急交通路の確保 

（７）ＫＤＤＩ（株）、ソフトバンク（株) 

ア 電気通信施設の整備及び保全 

イ 災害時における電気通信の疎通 

（８）日本通運（株）（横浜支店） 

ア 災害対策用物資の輸送確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

（９）東京電力パワーグリッド（株）（神奈川総支社） 

ア 電力供給施設の整備及び点検 

イ 災害時における電力供給の確保 

ウ 被災施設の調査及び復旧 

（10）東京ガス（株） 

ア ガス供給施設の耐震設備 

イ 災害時における都市ガス供給の確保 

ウ ガス供給施設の被害調査及び復旧 

（11）日本郵便（株）（神奈川郵便局） 

ア 災害時における郵便物の送達の確保 

イ 救助物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の現金書留郵便物の料金免除 

ウ 被災者に対する郵便はがき等の無償交付及び被災者が差し出す郵便物の料金免除 

エ 被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振替の料金免除 

オ 為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱 

カ 被災地域の地方公共団体に対する簡易保険積立金による応急融資 

（12）運輸機関（佐川急便（株）、ヤマト運輸（株）、西濃運輸（株）） 

ア 物資集積・搬送拠点、避難所等への物資の配送 

イ 配送時における被災者の物資ニーズの収集 

ウ 荷役作業に必要な人員及び機材の提供 

（13）（株）イトーヨーカ堂、ユニー（株）、（株）セブンーイレブン・ジャパン、（株）ローソン、

（株）ファミリーマート 

ア 災害時における生活必需物資の調達 

イ 生活必需物資の確保 

５ 指定地方公共機関 

指定地方公共機関4は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実施するととも

に、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

                            
4 都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社

その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、都道府県知事が指定するもの。 
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（１）自動車運送機関（一般社団法人神奈川県バス協会、神奈川中央交通（株）、一般社団法人神

奈川県トラック協会、一般社団法人神奈川県タクシー協会） 

ア 被災地の人員輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

ウ 災害対策用物資の輸送確保 

（２）公益社団法人神奈川県医師会、一般社団法人神奈川県歯科医師会、公益社団法人神奈川県薬

剤師会、公益社団法人神奈川県栄養士会、公益社団法人神奈川県看護協会、地方独立行政法人

神奈川県立病院機構 

ア 医療助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

（３）放送機関（（株）アール・エフ・ラジオ日本、（株）テレビ神奈川、横浜エフエム放送

（株）、（株）ジェイコム湘南・神奈川） 

ア 気象予報、警報等の放送の周知 

イ 緊急地震速報の迅速な伝達 

ウ 災害状況及び災害対策に関する放送 

エ 放送施設の保安 

（４）新聞社（（株）神奈川新聞社） 

災害状況及び災害対策に関する報道 

（５）土地改良区（神奈川県相模川左岸土地改良区） 

ア 土地改良施設の整備 

イ 農業湛水の防排除活動 

ウ 農地及び農業施設の被害調査及び復旧 

（６）ガス供給機関（公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会） 

ア 被災地に対する燃料供給の確保 

イ ガス供給施設の被害調査及び復旧 

（７）神奈川県住宅供給公社 

災害時における住宅の緊急貸付け 

６ 自衛隊（陸上自衛隊第１施設団第４施設群） 

（１）防災関係資料の基礎調査 

（２）自衛隊災害派遣計画の作成 

（３）地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

（４）人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救護又は応急復旧 

（５）民間事業者等への移行までの応急対策として災害廃棄物の撤去 

（６）災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るととも

に、災害時には災害応急措置を実施する。 

また、町その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 

（１）寒川町消防団 

ア 消火活動、救助活動及び水防活動 

イ 避難誘導 

ウ 情報収集 
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（２）さがみ農業協同組合 

ア 県、町が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 農作物災害応急対策の指導 

ウ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

エ 被災農家に対する融資のあっせん 

（３）相模川漁業協同組合連合会 

ア 県、町が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 被災組合員に対する融資又は融資のあっせん 

ウ 漁船、協同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

（４）寒川町商工会 

ア 町が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

（５）社会福祉法人寒川町社会福祉協議会 

ア 寒川町災害ボランティアセンターの設置、運営 

イ 災害ボランティアの支援、育成 

ウ 災害ボランティア受入れのための資機材の備蓄 

エ 義援金等の申請、受付 

オ ボランティア組織との連絡調整 

（６）一般社団法人茅ヶ崎医師会 

ア 医療助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

ウ 防疫その他保健衛生活動の協力 

（７）一般社団法人茅ヶ崎歯科医師会 

ア 医療助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

ウ 死体の歯形等の調査、分析による身元の判明 

（８）一般社団法人茅ヶ崎寒川薬剤師会 

救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

（９）金融機関 

被災事業者等に対する資金融資 

（10）学校法人 

ア 避難施設の整備と避難訓練の実施 

イ 災害時における応急教育対策計画の確立と実施 

（11）病院等医療施設の管理者 

ア 避難施設の整備、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

イ 災害時における入院患者等の保護及び誘導 

ウ 災害時における病人等の受入れ及び保護 

エ 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

（12）社会福祉施設の管理者 

ア 避難施設の整備、避難確保計画や非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施 

イ 災害時における入所者の保護及び誘導 

（13）寒川町建設業協会 

ア 応急対策用資機材及び車両確保の協力 
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イ 応急対策に必要な労働力の確保 

（14）神奈川県建物解体業協会 

ア 被災した建物の解体 

イ 災害廃棄物の撤去 

（15）危険物施設及び高圧ガス施設の管理者 

ア 安全管理の徹底 

イ 防護施設の整備 

第２ 町民及び自主防災組織の責務（自助・共助） 

１ 町民（自助） 

町民、各家庭は、自らの生命を自らが守るため、次の役割を担い、地域防災力を向上させるこ

とを基本とする。 

（１）建物の倒壊、落下物による被害防止のため、住宅の耐震化、室内の安全対策、ブロック塀の

転倒防止等を行うこと。 

（２）災害が発生した場合に自力で生き抜くため、最低 3日分（推奨 1週間分）の飲料水、食料、

物資の備蓄を行うこと。 

（３）地域の災害危険箇所、広域避難場所（避難所）、避難経路、過去の大規模災害の教訓等の知

識を把握すること。 

（４）あらかじめ災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法、避難ルールの取決め等）を作成してお

くこと。 

（５）自主防災組織、自治会等への加入、その活動へ積極的に参加すること。 

（６）防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した防災に関する知識、技能等を災

害時に発揮できるようにすること。 

２ 自主防災組織（共助） 

自主防災組織等の組織は、地域を自ら守るために、次の役割を担い、地域防災力を向上させる

ことを基本とする。 

（１）自主防災組織を結成し、活動すること。 

（２）地区防災計画5を策定すること。 

（３）避難訓練、初期消火訓練、救出訓練、避難所運営訓練等、災害発生に備えた防災活動を行う

こと。 

（４）町民に防災知識の普及・啓発を行うこと。 

（５）地域の危険箇所等を把握すること。 

（６）地域の手助けが必要な要配慮者等を町からの情報等で把握し、災害時に支援すること。 

（７）防災資機材の購入、点検を行うこと。 

（８）災害時に地域の被害情報の収集、初期消火活動、救助活動をすること。 

（９）災害時に町民への情報伝達、避難誘導、要配慮者等の安否確認及び避難行動要支援者の避難

支援を行うこと。 

（10）広域避難場所（避難所）の開設、運営に協力する。また、避難長期化の際に避難者と協力し

合い、避難所の運営に努める。 

                            
5 第 2章 第 2節 「第 3 地区防災計画の策定」に内容を記載する。 
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第３ 事業所の責務（自助） 

事業所は、従業員の安全確保及び施設の被害防止を図るとともに、地域と協力して災害対策を行

うことを基本とする。 

（１）管理する施設及び設備の倒壊、落下物、危険物による被害を防止するため、耐震化及び安全

対策を行うこと。 

（２）自衛消防隊等の組織を結成すること。 

（３）避難訓練、初期消火訓練、救出訓練等、災害に備えた防災訓練を行うこと。 

（４）災害が発生し帰宅困難な場合に自力で生き抜くため、最低 3日分の飲料水、食料、物資の備

蓄を行うこと。 

（５）従業員に防災知識の普及・啓発、災害時の行動について周知を行うこと。 

（６）地域の防災活動に参加し、災害時は協力すること。 

（７）ライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業を継続する

ための取組を実施すること。 
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第５節 防災組織 

第１ 寒川町防災会議 

１ 設置の根拠 

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 16条 

２ 所掌事務 

所掌事務は次のとおりである。 

（１）寒川町地域防災計画を策定し、その実施を推進すること。 

（２）町の地域に係わる災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

（３）前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

３ 組織 

（１）会長 

町長 

（２）委員 

ア 指定地方行政機関の職員 

イ 神奈川県の知事の部内の職員 

ウ 神奈川県警察の警察官 

エ 議会議長 

オ 町長の部内の職員 

カ 教育長 

キ 消防団長 

ク 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 

ケ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

コ 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者 

第２ 寒川町災害対策本部 

寒川町災害対策本部は、災害対策基本法第 23条 2により、災害が発生し、又は災害が発生する

おそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときに、町長が地域防災計

画の定めるところにより設置することができると規定されている。 

また、寒川町災害対策本部は、地域防災計画の定めるところにより次に掲げる事務を行うことと

規定されている。 

1 町の地域に係る災害に関する情報を収集すること。 

2 町の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、

並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。 

本計画において、寒川町災害対策本部の詳細については、第 5章第 1節に定めることとしてい

る。 
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第２章 災害に強い組織・ひとづくり 

第１節 防災知識の普及・啓発 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 町民への普及・啓発 町民安全課  

第 2 要配慮者及び支援者への

普及・啓発 
町民安全課 

社会福祉施設の管理者

等 

第 3 園児・児童・生徒への普

及・啓発 
町民安全課、学校教育課、子育て支援課 学校等 

第 4 町職員への普及・啓発 町民安全課、人事課  

第 5 事業所従業員への普及・

啓発 
町民安全課、産業振興課 茅ヶ崎市消防本部 

第１ 町民への普及・啓発 

１ 防災知識の普及・啓発 

町は、ハザードマップ、防災パンフレット等の作成及び配布、町ホームページ等（メール、ツ

イッター、ＬＩＮＥ）への防災情報の掲載、地域での防災訓練、防災に関する講演会の開催等、

あらゆる機会を通じて、町民へ防災知識の普及・啓発を行う。 

主な普及・啓発事項は、次のとおりである。 

（１）最低 3日分、推奨 1週間分の食料、飲料水等の備蓄 

（２）非常持出品の準備 

（３）家屋の耐震診断・補強、家具の転倒防止、ブロック塀の倒壊防止、窓ガラスの

飛散防止 

（４）消火器、感震ブレーカー、住宅用火災警報器の設置等火災予防対策 

（５）災害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづくり 

（６）保険・共済等の備え等家庭での被害対策 

（７）災害発生時の避難行動、救助等、地域での活動 

（８）避難先、避難経路等の確認（指定の避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・

旅館、屋内安全確保・緊急安全確保の措置） 等 

２ 防災資料の作成 

町は、地域の防災的見地からの防災アセスメント調査を行い、地域の適切な避難及び防災活動

に資する防災マップ、地区別防災カルテ、災害発生時の行動マニュアル等を作成し、町民等に配

布する。 

第２ 要配慮者及び支援者への普及・啓発 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員及び利用者に対して、災害等に関する基礎的知識及び災

害時対応について、理解を深めるため防災教育を推進する。 

町は、資料の提供等、必要な支援に努めるとともに、避難行動要支援者の名簿作成等の支援体制

づくりを行う。 
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第３ 園児・児童・生徒への普及・啓発 

各学校等は、園児・児童・生徒が災害の知識、適切な行動等を身につけるよう、各教科、特別活

動を含めた学校教育活動全体を通じて、防災知識の普及・啓発を行う。 

町教育委員会は、災害を理解し、正しい備えと適切な行動力を身に付けるために、防災教育指導

資料の配布、教職員に対する研修会等により防災教育の充実を図る。 

第４ 町職員への普及・啓発 

町は、職員に対して災害時における参集、配備及び応急活動における役割等を周知するととも

に、総合防災訓練、参集訓練、図上訓練等の各種訓練及び防災に関する様々な研修等を通じて、防

災教育を行う。 

第５ 事業所従業員への普及・啓発 

各事業所は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域

貢献・地域との共生）を十分に認識し、従業員に対して防災知識の普及・啓発を行う。 

町は、防災知識、ハザードマップ等の必要な情報を提供する。 
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第２節 地域防災力の向上 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 自主防災活動の推進 町民安全課 自主防災組織 

第 2 人材の育成 町民安全課 自主防災組織 

第 3 地区防災計画の策定 町民安全課 自主防災組織 

第 4 消防団等の育成強化 町民安全課 茅ヶ崎市消防本部 

第１ 自主防災活動の推進 

１ 自主防災組織の結成及び加入促進 

町においては、地域の共助として自治会を単位に自主防災組織が結成されている。 

町民は、居住地域の自主防災組織に加入し、積極的に地域の自主防災組織に参加する。 

また、町は、自治会未加入の町民に対し自主防災組織に参加するよう広報等を通じて働きかけ

る。 

 
自主防災組織の基本的な班編成例（自主防災組織の手引（消防庁）による） 

【自主防災組織の組織編成と主な活動例】 

なお、自主防災組織における組織編成は、各自治会自主防災組織の活動内容を踏まえて、班編

成等は変更することができる。 

２ 自主防災活動への支援 

町は、自主防災組織が行う防災資機材購入等に対し補助金を交付し、その活動を支援する。 

総務班 

情報班 

消火班 

救出・救護班 

避難誘導班 

給食・給水班 

全体調整 

他機関との連絡調整 

要配慮者の把握 

器具の点給 

情報の収集・伝達 

広報活動 

器具点検 

防火広報 

資機材調達・整備 

避難路（所）・標識点検 

全体調整 

他機関との連絡調整 

被害・避難状況の全体把握 

 

水、食料等の配布 

炊き出し等の給食・給水 

情報の収集・伝達 

報告活動 

初期消火活動 

負傷者等の救出 

救護活動 

避難誘導活動 

編成班名 日常の役割 災害時の役割 
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第２ 人材の育成 

町は、自主防災活動の強化のため、自主防災組織のリーダーを県総合防災センターの研修に参加

させる等、人材の育成を図る。 

第３ 地区防災計画の策定 

１ 地区防災計画の策定 

地区防災計画は、災害対策基本法第 42条第 3項の規定に基づき、一定の地区内の居住者及び

事業者（以下「地区居住者等」という。）が共同して行う防災訓練、物資及び資材の備蓄、地区

居住者等の相互支援等の防災活動を定めた計画である。 

自主防災組織は、自主防災組織の活動を定めた地区防災計画を策定し、町に提案する。 

２ 町の支援 

町は、自主防災組織に対し地区防災計画の作成要領、ひな形等を提供し、作成の支援を行う。 

自主防災組織から当該計画の提案を受けた場合で、防災会議において必要と認めるときは、地

域防災計画に位置付ける。 

第４ 消防団等の育成強化 

町は、地域防災力の要として重要な役割を担う消防団の強化を図るため、消防団員の募集、消防

資機材等の整備、訓練等を行う。 
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第３節 家庭等での備え 

●対策の体系と担当 

項目 担当 

第 1 家庭内の安全確認 町民（家庭） 

第 2 家庭内備蓄 町民（家庭）、事業所の管理者等 

第 3 災害時の行動確認 町民（家庭） 

第 4 ペット対策 町民（家庭） 

第１ 家庭内の安全確認 

町民は、自宅の倒壊、室内の落下物等による被害を防止するため、家庭内の安全確認を行い、次

の対策を行う。 

（１）自宅の耐震診断及び耐震補強 

（２）家具、家電製品等の固定 

（３）室内の落下物の除去、窓ガラスの飛散防止 

（４）ブロック塀等の補強、フェンス等への転換 

（５）消火器、感震ブレーカー、住宅用火災警報器の設置 

第２ 家庭内備蓄 

１ 家庭内備蓄 

町民は、自助として各家庭において、最低 3日分、推奨 1週間分の食料、飲料水、物資等を備

蓄するよう努める。 

また、非常時に携行しやすいように非常用持出品を準備する。 

町は、ハザードマップ、ホームページ、ＬＩＮＥ、町広報紙等を用いて、家庭内備蓄に関する

啓発を行う。 

２ 事業所の備蓄 

事業所は、災害時の交通機関の停止、道路の被害等により、従業員及び来訪者が帰宅困難とな

る場合に備え、最低 3日分の備蓄をするよう努める。 

第３ 災害時の行動確認 

町民は、各家庭において災害時の行動について家族で話し合い、ルールを決める等互いに確認す

る。 

（１）広域避難場所の確認 

（２）防災情報等にあわせた家庭のタイムライン（マイ・タイムライン）の作成 

（３）連絡方法等の確認 
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第４ ペット対策 

町民は、ペット同行避難に備えて、事前に次の準備を行う。 

（１）ペットのしつけと健康管理 

（２）ペットが迷子にならないための対策（マイクロチップ等による所有者明示） 

（３）ペット用の避難用品や備蓄品の確保 

（４）避難所や避難ルートの確認等の準備 
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第４節 要配慮者への支援体制の構築 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 避難行動要支援者の支

援対策 
福祉課  

第 2 社会福祉施設等の対策  
社会福祉施設の管理者、

保育所の管理者 

第１ 避難行動要支援者の支援対策 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

町は、要配慮者6のうち、災害時等に一人で避難することが困難で、特に支援を要する者（避

難行動要支援者7）について、「寒川町避難行動要支援者きずなプラン（避難支援全体計画）」に

基づき、名簿を作成する。 

（１）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、次の要件に該当する者とする。 

ア 高齢者（75歳以上のひとり暮らし高齢者） 

イ 要介護者（要介護状態区分 3･4･5） 

ウ 障がい者（身体障害手帳 1級･2級） 

エ 障がい者（療育手帳Ａ1･Ａ2） 

オ 障がい者（精神障害者保健福祉手帳 1級） 

カ その他（要配慮者のうち、家族等による必要な支援を受けられない方で、なおか

つ、ひとりでは避難できない方のうち、自ら支援を希望する方） 

（２）避難支援等関係者となる者 

平常時に名簿を提供し、支援を行う者は、消防機関、茅ケ崎警察署、町民生委員児童委員、

町社会福祉協議会、自主防災組織等とする。 

（３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

避難行動要支援者名簿には、次の事項を記載する。個人情報は、町の各担当課で管理する個

人情報のデータ及び「災害発生時等における避難支援希望確認書」に記入・追記した情報を利

用する。 

ア 氏名             イ 生年月日 

ウ 性別             エ 住所 

オ 本人連絡先（電話番号）    カ 緊急時連絡先（電話番号、本人との関係） 

キ 避難支援等を必要とする事由 

ク その他、避難支援等の実施に関し、町長が必要と認める事項 

  

                            
6 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者 
7 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの 
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（４）名簿の更新に関する事項 

名簿は、原則として毎年定期的に更新する。 

また、庁舎が被災した場合等においても、支障が生じないよう情報の適切な管理に努める。 

（５）情報漏えいの防止 

名簿の提供を受けた避難支援等関係者においては、施錠可能な場所に保管し、複写の際には

必要最小限の枚数とする等、情報漏えい防止のための管理を徹底する。 

（６）情報の伝達体制 

情報の伝達は、防災行政無線、電子メール、ＬＩＮＥ、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ

放送等を活用する。 

（７）避難支援等関係者の安全確保 

避難支援者の安全を確保するため、支援できない可能性もあること等を要支援者等に理解し

てもらうように努める。 

２ 個別避難計画の作成 

町は、地域の特性及び避難行動要支援者の実情を踏まえ、自主防災組織等の避難支援等関係

者、福祉関係者等と連携して、避難方法、避難場所等について定めた個別避難計画の作成を検討

する。 

第２ 社会福祉施設等の対策 

１ 避難計画の作成等 

社会福祉施設等の管理者等は、災害時に迅速・的確な対応を行うため、ハザードマップ等を参

考に避難計画を作成するとともに、町との緊急連絡体制の確保、職員への防災教育、備蓄、避難

訓練等に努める。 

また、停電時に 72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。 

２ 保育所等の対策 

保育所等の管理者は、災害時に保護者への引き渡しまでの間、保育所等での保護ができるよ

う、情報提供手段、食料、飲料水等の備蓄等に努める。 
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第５節 防災訓練の実施 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 地域の防災訓練 町民安全課 自主防災組織 

第 2 総合防災訓練 町民安全課 
自主防災組織、事業所、

協定締結団体等 

第 3 各施設における防災訓 

  練 
 

要配慮者利用施設の管

理者、学校等の管理者、

事業所の管理者 

第１ 地域の防災訓練 

１ 地域の防災訓練実施 

自主防災組織等は、地震を想定して、地区の町民が参加する地域の防災訓練を企画し、実施す

る。 

主な訓練内容は、概ね次のとおりである。 

（１）情報収集・伝達訓練        （２）消火訓練 

（３）救助・救命訓練          （４）避難訓練 

（５）避難所運営訓練（避難所体験訓練） （６）炊き出し・給水訓練 

２ 町の支援 

町は、自主防災組織が行う地域の防災訓練に際し、資機材の提供、指導等の支援を行う。 

第２ 総合防災訓練 

町は、災害を想定し、町民、自主防災組織、協定締結団体等が参加する総合防災訓練を開催す

る。 

また、県が防災週間等に実施する県・市町村合同総合防災訓練、九都県市合同訓練等に参加す

る。 

第３ 各施設における防災訓練 

１ 要配慮者利用施設の防災訓練 

要配慮者利用施設の管理者は、あらかじめ定めた避難確保計画等に基づき、避難、情報伝達訓

練等を行い、結果を町長に報告する。 

２ 学校等の防災訓練 

学校等の管理者は、園児・児童・生徒の安全確保を図るため、避難訓練、園児・児童・生徒の

引き渡し訓練等を行う。 

３ 事業所の防災訓練 

事業所の管理者は、あらかじめ定めた消防計画等に基づき、消火活動、避難誘導等の訓練を行

う。 
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第６節 災害時における自助・共助 

 

災害時に想定される「自助」「共助」の活動は、概ね次のとおりである。 

町民、自主防災組織、事業所等は、平常時から防災知識の習得、家庭・事業所等での準備、地域

で行う防災訓練等、自主防災活動への参加により、災害時の「自助」「共助」について理解し、行

動できるように努めるものとする。 

 

■災害情報の収集及び伝達 

町民 ・地域の被害状況を確認し、町に報告する。また、緊急を要する場合は茅

ヶ崎市消防本部等に報告する。 

・災害対策に関する情報（町、防災関係機関の広報事項）を把握し、在宅

及び避難所の要配慮者に伝達する。 

自主防災組織 ・地域の被害状況を確認、集約し、町に報告する。また、緊急を要する場

合は茅ヶ崎市消防本部等に報告する。 

・災害対策に関する情報（町、防災関係機関の広報事項）を把握し、在宅

及び避難所の要配慮者に伝達する。 

事業所 ・地域の被害状況を確認、集約し、町に報告する。また、緊急を要する場

合は茅ヶ崎市消防本部等に報告する。 

■救助、救急、消火及び医療救護活動 

町民 ・隣近所の被害、負傷者・要救助者の存在を確認する。 

・地域の初期消火活動、救助活動に参加する。 

自主防災組織 ・地域の被害、負傷者・要救助者の情報を確認、集約し、町に報告する。

また、緊急を要する場合は茅ヶ崎市消防本部等に報告する。 

・町民と協力して、初期消火活動、救助活動、応急手当を行う。 

・町民と協力して、負傷者を医療救護所、医療機関に搬送する。 

事業所 ・事業所内での消火、救助、応急手当を行う。 

・負傷者を医療救護所、医療機関に搬送する。 

・地域の初期消火活動、救助活動に参加する。 

■避難対策 

町民 ・隣近所の町民、要配慮者へ避難情報を伝達する。 

・避難行動要支援者の安否確認、避難情報の伝達、広域避難場所への避難

行動を支援する。 

・非常持出品（家庭内備蓄）を活用する。 

・同行避難したペットへの給餌等、自己管理を行う。 

自主防災組織 ・町民を一時避難場所・広域避難場所まで誘導する。 

・地域の避難行動要支援者の安否を確認、集約し、確認状況を町に連絡す

る。 

・避難行動要支援者の避難行動を支援する。 

・避難所以外で生活する被災者の所在を把握する。 
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事業所 ・従業員に避難情報を伝達し、安全な避難活動を行う。 

・交通が停止した場合に、従業員の一斉帰宅の抑制を行い、事業所内に留

まる措置をとる。 

■避難所の運営・管理への協力 

町民 ・避難所従事職員及び自主防災組織の指示に従い、避難所の開設・運営に

協力する。 

・避難所協力班として、決められた役割を担当する。 

自主防災組織 ・施設管理者、避難所従事職員に協力して避難所運営を行う。 

・避難所生活における秩序の維持等への協力を行う。 

■保健衛生、防疫対策 

町民 ・配布された薬剤を用いて家屋の消毒を行う。 

■給水、物資の調達及び供給 

町民 ・家庭内備蓄の食料、飲料水、物資を活用する。 

自主防災組織 ・給水拠点での被災者への給水活動に協力する。 

・避難所等での食料、物資の配布に協力する。 

・炊き出しを自主運営する。 

事業所 ・可能な限り、事業所が所有する水、物資等を提供する。 

■災害警備活動 

町民 ・避難所内、地域において、不審者等に注意する。 

自主防災組織 ・避難者へ防犯に関する注意を喚起する。 

・地域の巡回等を行う。 

■災害廃棄物等の処理対策 

町民 ・自宅で発生した災害廃棄物を分別し、仮置場へ搬入する。 

・使用している仮設トイレの清掃等を行い、清潔を保つ。 

自主防災組織 ・災害廃棄物等の分別等に関して、町と協議し協力し合う。 

■災害ボランティア活動支援 

町民 ・可能な限りボランティア活動に参加する。 

■被災生活の支援 

町民 ・自宅の被害認定調査の際に、調査員に協力する。 
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第３章 都市の安全性の向上 

第１節 市街地等の整備 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 市街地の整備 都市計画課  

第 2 道路・橋りょう等の整備 道路課 東日本旅客鉄道（株） 

第１ 市街地の整備 

１ 防災空間の確保 

公園、緑地は、大規模災害時において避難場所、火災の延焼防止等の防災空間として重要な役

割を有している。 

そのため、町は、公園の整備を図るとともに、適正な維持管理に努める。 

また、「寒川町みどりの基本計画」を定期的に見直し、緑地の保全と緑化を推進する。 

２ 市街地の整備 

災害に強いまちを形成するためには、住宅の密集、狭あい道路の解消等、市街地の防災機能を

向上させる必要がある。 

そのため、町は、都市マスタープラン等に基づき、土地区画整理事業等により市街地整備を行

う。 

また、地区計画等により、地域の特性に応じた適正な規制誘導を図ることにより、安全で快適

な居住環境の向上を図る。 

３ 防火地域・準防火地域の指定 

町は、防火地域・準防火地域の指定に当たって、市街地の整備状況、土地の利用状況等に応じ

た指定を進め、市街地の不燃化等の防災性の向上に努める。 

第２ 道路・橋りょう等の整備 

１ 道路の整備 

道路は、災害時の緊急輸送、緊急自動車の通行等重要な機能を有している。そのため、町は、

周辺自治体との広域的なネットワークを形成するため、幹線道路の整備促進、幹線となる町道の

整備を行う。 

また、災害時にも安全に通行できるよう維持管理を行う。 

国及び県は、防災上重要な役割を果たす道路の整備を進め、横断歩道橋の安全点検を実施し、

必要な補強工事を実施する。 

２ 橋りょうの整備 

道路管理者は、災害時における道路機能を確保するため、管理する橋りょうについて、維持管

理を行うとともに、それぞれの計画に基づき、計画的に修繕・架け替えを行う。 

３ 鉄道施設の整備 

東日本旅客鉄道（株）は、鉄道施設の耐震化等を進め、防災性のより一層の向上を図る。 



地震災害対策計画 第３章 都市の安全性の向上 
第２節 ライフラインの安全対策 

- 31 - 

第２節 ライフラインの安全対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 上水道施設 町民安全課、総務課 県企業庁 

第 2 下水道施設 下水道課 藤沢土木事務所 

第 3 電気、ガス、電話・通信

サービス等 
道路課、環境課 

東京電力パワーグリッ

ド（株）、東京ガス（株）、

東日本電信電話（株）、

エヌ・ティ・ティ・コミ

ュニケーションズ（株）、

（株）ＮＴＴドコモ、Ｋ

ＤＤＩ（株）、ソフトバ

ンク（株)、ガス事業者 

第１ 上水道施設 

県企業庁は、県営の上水道施設の安全性向上のため、主要水道施設の耐震化及び水道管路の耐震

化を進めている。 

また、災害時における飲料水の確保のため、関係事業者間の連携、応援協力体制の整備等を進め

る。 

町は、災害時における飲料水を確保するため、広域避難場所等に耐震性貯水槽を整備するととも

に、適切な維持管理を行う。 

第２ 下水道施設 

町は、下水道施設の耐震診断及び補強工事を行い、老朽化した下水道施設の計画的な維持管理、

整備に努める。 

第３ 電気、ガス、電話・通信サービス等 

１ 電線類の地中化 

道路管理者は、災害時の電柱倒壊による電線類の寸断、緊急通行車両の通行障害を防ぐため、

電線管理者と協調して、緊急輸送道路等における電線類の地中化を図る。 

２ 電気、ガス、電話・通信サービス 

（１）施設整備、災害への備え 

電気、ガス、電話・通信サービス事業者は、各施設について、液状化等にも配慮した耐震化

を推進するとともに、共同溝の整備等、一層の防災性の向上に取り組む。 

また、被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能にするため、施設の多元化・分散化、ルート

の多重化等を進めるとともに、被害状況の把握、復旧システムの充実強化、応急復旧資機材の

整備等を進める。 

（２）分散型電源の普及・促進 

町は、地震災害時に電気を供給することができる太陽光発電設備等の導入、電気自動車・燃
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料電池自動車、コージェネレーションシステム8等の分散型電源の普及・促進を図る。 

（３）災害用伝言ダイヤル等の普及啓発 

町及び電話・通信サービス事業者は、災害用伝言ダイヤル「171」及び携帯電話事業者が運

用する災害用伝言板の利用方法について周知に努める。 

また、九都県市9が作成する災害用伝言板等を記載する帰宅困難者対策リーフレットの活用

について県と連携し、周知に努める。 

 

                            
8 熱源より電力と熱を生産し供給するシステム 
9 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市 
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第３節 危険物等施設の安全対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 事業者に対する指導 町民安全課 茅ヶ崎市消防本部、県 

第 2 各事業所の措置  事業所 

第１ 事業者に対する指導 

町、茅ヶ崎市消防本部及び県は、危険物施設の事業者に対し、施設・設備の耐震化を促進すると

ともに、保安体制の充実、防災教育、防災訓練の実施等、必要な対策を講じるよう指導する。 

第２ 各事業所の措置 

各事業所は、危険物等施設からの火災、爆発等による被害の発生、拡大を防止するため、施設等

の耐震化、緊急保安体制の確立、防災訓練の実施、防災資機材の整備等、必要な措置を行う。 

また、県の定めた浸水想定区域図等に基づき、二次災害の発生防止等に向けた必要な措置を講じ

るよう努める。 
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第４節 建築物等の安全確保対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 建築物の耐震化の促進 都市計画課、施設を所管する課  

第 2 液状化対策 都市計画課 県 

第１ 建築物の耐震化の促進 

１ 建築物の耐震化の促進 

町は、「寒川町耐震改修促進計画」に基づき、住宅及び多数の者が利用する施設の耐震化目標

を 95％と定め、耐震化を促進する。 

特に、木造住宅の耐震化を促進するため、住宅の所有者等に対して次の対策を講じる。 

（１）資料の配布、イベント等による情報提供及び普及・啓発 

（２）役場の相談窓口、建築士事務所協会と連携した相談の実施 

（３）耐震診断、耐震改修工事に要する費用の一部補助  

２ 多数の者が利用する建築物の耐震化の促進 

町は、耐震診断が義務付けられる民間の大規模建築物について、耐震改修が必要とされた場

合、早急に耐震改修又は建替えができるよう、県と連携して必要な環境整備を進める。 

３ 公共建築物の耐震化 

現在、町有施設のうち、多数の者が利用する建築物の耐震化は 100％10となっている。 

町は、ロッカーや書棚等の転倒防止を行い、室内の安全の確保に努める。 

４ 地震時の安全対策 

町は、窓ガラス、外壁、ブロック塀等の安全対策として、次の対策を行う。 

（１）窓ガラス、外壁等の落下防止 

地震発生時に建築物からの落下物を防ぐために、適正な維持管理等を啓発する。 

（２）ブロック塀等の安全対策 

通学路、生活道路等におけるブロック塀等の正しい施工方法の普及・啓発、生垣等への転換

を誘導する。 

（３）天井脱落対策 

既存建築物について、建築物の所有者等への基準及び脱落防止措置等を周知する。 

（４）家具の転倒防止 

パンフレット等により家具の転倒防止対策の固定方法等を周知する。 

第２ 液状化対策 

１ 県による知識の普及・啓発 

県は、町民及び事業者自らが地盤改良等の対策を講じるよう、知識の普及・啓発を行う。 

（１）地震被害想定調査結果による液状化想定図及び古地図による土地の利用状況に関する情報提

供を行うとともに、ホームページ等を活用した普及・啓発を行う。 

                            
10 耐震化率に関しましては、取り壊し予定の寒川中学校技術室棟を除いたものになります。 
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（２）県独自に作成した「建築物の液状化対策マニュアル」により、液状化対策の普及を図るとと

もに、今後国等の新たな対策を踏まえ、必要に応じてマニュアルの見直しを行う。 

（３）（公財）神奈川県都市整備技術センターによる地質調査結果の情報提供に協力する。 

２ 町による知識の普及・啓発 

町は、県のホームページ、県の作成した「建築物の液状化対策マニュアル」の紹介等、液状化

に関する情報を町民に周知する。 
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第４章 災害時応急活動事前対策 

第１節 情報の収集・供給体制の充実 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 情報の収集・提供体制の

充実 
町民安全課  

第 2 被災者支援に関する情報

システムの構築等 
町民安全課  

第 3 報道機関等との協力体制

の確立 
町民安全課  

第 4 研修・訓練の実施 町民安全課  

第１ 情報の収集・提供体制の充実 

町は、既存の防災行政無線局について、令和 2年度に同報系無線設備のデジタル化、令和 4年度

に移動系無線設備のデジタル化を行い、町民への情報受伝達体制を構築している。 

また、同報系無線設備を補完するため、メール配信サービス、ＳＮＳを導入している。 

１ 情報受伝達体制の整備 

（１）運用体制の構築 

町は、町民への確実な情報伝達のため、町防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊアラー

ト）11、災害情報共有システム（Ｌアラート）12等の通信手段を着実に運用できるよう機器操

作の習熟等に努める。 

（２）町民への周知 

町は、メール配信サービスの登録促進、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、ツイッター、フェイスブック

等）を活用した防災情報の伝達等について、町民に周知する。 

２ 通信機器の整備 

町は、町民が防災行政無線の放送を聴取できるよう、聴取困難地区の解消及び屋外受信設備の

整備を行う。 

第２ 被災者支援に関する情報システムの構築等 

町は、罹災証明の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被災者の住

所、家屋等の情報を効率的に処理する被災者台帳システムの導入及び体制の整備に努める。 

また、通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組み、利用方法等の周知に努める。 

                            
11 気象庁から送信される気象関係情報や、内閣官房から送信される有事関係情報を、人工衛星を利用して

地方公共団体に送信し、市町村の同報系防災行政無線を自動起動するシステムのこと。 
12 市町村が発する避難指示等の情報を、テレビ、ラジオ事業者等へ提供し、データ放送や読上げ、インタ

ーネット等で住民に伝達するシステムのこと。 
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第３ 報道機関等との協力体制の確立 

１ 報道機関との協力体制 

町は、報道機関（テレビ、ラジオ、新聞、コミュニティＦＭ等）の協力のもと、被災者に対し

て必要な情報を提供できるような体制の確立を図る。 

２ その他の団体との協力体制の確保 

町は、アマチュア無線団体等の関係団体と連携して、災害時の情報受伝達に関する協力体制を

確保する。 

第４ 研修・訓練の実施 

１ 研修への参加 

町は、県が実施する神奈川県災害情報管理システムの操作研修等に参加し、システム操作の習

熟に努める。 

２ 訓練等の実施 

町は、災害時に情報受伝達を円滑に行うために、災害情報に関するシステム、通信設備を適切

に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修及び実践的な訓練を継続的に実施する。 
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第２節 災害対策本部機能の強化 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 災害対策本部組織体制の

充実 
町民安全課  

第 2 業務継続体制の確保 財産管理課、町民安全課  

第 3 茅ヶ崎市消防本部との消

防力の強化 
町民安全課 茅ヶ崎市消防本部 

第 4 災害対策本部室の代替機

能の整備等 
町民安全課  

第１ 災害対策本部組織体制の充実 

１ 災害対策本部組織の見直し 

町は、町の組織変更、災害教訓等に合わせて災害対策本部組織及び事務分掌等を見直し、充実

を図る。 

特に、災害情報を一元的に把握し、災害対策本部内で共有することができる体制の整備を図

り、災害対策本部の機能の充実強化に努める。 

２ マニュアルの更新 

町は、過去に発生した災害の教訓等を参考に、災害対策本部組織、各種のマニュアルを検証

し、対策マニュアルについて、必要に応じて修正するとともに、不足するマニュアル等について

は、迅速に整備する。 

３ 訓練等の実施 

（１）職員への防災教育 

町は、職員の防災教育として、地域防災計画の記載内容、災害対策本部等の組織等に関して

研修を実施する。研修を受講した職員は、各課にフィードバックし教育・研修内容の共有を図

る。 

（２）訓練の実施 

町は、勤務時間外の災害発生を想定した職員参集訓練、登庁後の初期活動訓練を実施する。 

また、様々な状況付与に基づき、各班で対応を判断し情報伝達を行う災害対策本部運営訓

練、図上訓練等を実施し、災害対策の習熟を図る。 

第２ 業務継続体制の確保 

１ 業務継続計画の策定及び見直し 

町は、町業務の優先度、体制等を定めた業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、業務継続性の確保

を図る。 

２ 設備の整備 

町は、災害時の拠点施設に自家発電設備等の整備を図り、必要な燃料の備蓄等に努める。 

また、通信途絶時に備えて衛星携帯電話等、非常用通信手段の確保に努める。 
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第３ 茅ヶ崎市消防本部との消防力の強化 

町は、消防に関する行政運営の効率化や災害発生時における組織体制の構築、消防署員の配置や

管轄区域の適正化など、「茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画」を基に、茅ヶ崎市消防本部と消防

力の強化を図る。 

第４ 災害対策本部室の代替機能の整備等 

町は、災害対策本部室（町役場）が被災した場合は、消防庁舎を代替場所とする。そのため、災

害対策本部室としての機能を維持できるよう、必要な設備、資機材の配備、本部室のレイアウトの

検討等、必要な代替機能を整備する。 

また、消防庁舎が被災した場合の更なる代替施設の確保に努める。 
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第３節 救助、救急、消火体制の整備 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 火災の予防対策 町民安全課 茅ヶ崎市消防本部 

第 2 消防力の整備 町民安全課 茅ヶ崎市消防本部 

第 3 広域連携体制の構築 町民安全課 茅ヶ崎市消防本部 

第 4 消防団活動等における連

携 
町民安全課 茅ヶ崎市消防本部 

第１ 火災の予防対策 

１ 一般家庭に対する指導 

町は、茅ヶ崎市消防本部と協力し、火災の予防についての普及啓発に努め、住宅用火災警報器

の設置又は維持管理や住宅用消火器の設置を促し、住宅火災の防止を図る。 

２ 防火管理者等に対する指導 

茅ヶ崎市消防本部は、防火管理者が作成する消防計画に基づき、防火対策に努めるよう指導す

る。 

３ 予防査察等による指導 

（１）防火対象物 

茅ヶ崎市消防本部は、消防法（昭和 23年法律第 186号）第 4条の規定に基づき、防火対象

物の防火管理及び消防用設備等の維持管理の状況について、検査及び指導を行う。 

（２）危険物施設等 

茅ヶ崎市消防本部は、消防法第 16条の 5の規定に基づき、会社、事業所等の危険物貯蔵等

の維持管理状況について、検査及び指導を行う。危険物の貯蔵及び取扱いについては、その位

置、構造及び設備の基準に適合させ、危険物災害の発生防止に努め、保安の確立を図る。 

第２ 消防力の整備 

１ 消防力の整備 

町は、消防力の充実・強化を図るため、「茅ヶ崎市消防車両・消防資機材中長期整備指針」に

基づき、消防車両等の整備に努める。 

町は、「消防水利の基準」に適合するよう耐震性貯水槽等の消防水利の整備に努める。 

また、プール、河川等の自然水利を活用して水利の多様化を図る。 

２ 消防職員の資質向上 

町は、茅ヶ崎市消防本部と協力し、消防学校等での上級幹部課程、特別救助隊員研修等、特別

教育に職員を参加させ、消防職員の育成に努める。 

３ 救助用重機の確保 

町は、倒壊建築物からの人命救助のため、民間事業者との協定を締結し、災害時における建

設用大型重機の確保に努める。 
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第３ 広域連携体制の整備 

町は、「茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画」等に基づき、茅ヶ崎市との消防の広域連携体制を

構築する。 

１ 組織体制の整備 

消防の広域化に合わせ、寒川分署（旧寒川町消防署）を適正な位置へ移設する等、新たな分署

又は出張所を設置することにより分散配置を図り、消防力向上（現場到着時間の短縮や出動部隊

の増強等）を図る。 

２ 業務体制の整備 

消防の広域化により、町及び茅ヶ崎市消防本部で事業を統合し、消防業務の効率化を図る。 

また、消防業務は茅ヶ崎市消防本部の業務体制を基本とし、各種届出書の収受についても同様

の体制とする。 

３ 車両の更新 

町は、茅ヶ崎市消防本部と協力し、消防庁舎の整備状況に応じた新たな組織での出動体制に基

づき、消防車両を更新する。 

４ 災害時の連携 

大規模災害時に町に災害対策本部が設置された場合、町及び茅ヶ崎市消防本部が連携し、部隊

運用、部隊の支援、緊急消防援助隊との調整等を行うため、町は、茅ヶ崎市消防本部から町災害

対策本部へ消防職員の派遣等を要請する。 

第４ 消防団活動等における連携 

茅ヶ崎市との消防広域化により、消防団は町の組織として、町長が管理しその所轄の下に活動す

ることとなる。そのため、消防団の業務、消火栓等の消防水利の業務及び一部の防災業務（街頭消

火器等）は、町が実施する。 

１ 平常時の活動 

消防団が行う各種行事（出初式・消防操法大会等）、研修・訓練等は、町及び消防団が実施す

る。 

消防団は、寒川町消防団火災出動基準及び寒川町消防団災害時活動マニュアルに基づき、各種

訓練を実施する。 

また、火災想定や資機材取扱い等の訓練を実施する際は、茅ヶ崎市消防本部へ消防職員の派遣

を依頼する。 

２ 消防水利の整備 

（１）消防水利の設置・維持管理 

町は、「消防水利の基準」に基づき、消防水利を設置する。設置に当たっては、地域の実情

及び茅ヶ崎市消防本部の行う調査報告を十分に考慮して行う。 

（２）消防水利の維持管理 

町は、消火の活動に消防水利を常時、有効に使用し得るよう維持管理を行う。 

また、消防水利の調査については、消防団及び茅ヶ崎市消防本部に依頼する。 

（３）消防水利の指定 

町内の消防水利の指定の事務は、茅ヶ崎市消防水利の管理等に関する要綱に基づき、茅ヶ崎
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市消防本部が手続きを行う。 

３ 街頭消火器の設置及び維持管理 

町は、街頭消火器の設置及び維持管理を行う。 

街頭消火器の点検調査については、茅ヶ崎市消防本部に依頼する。町は、その報告により不備

事項等があった場合、改修等の対応を行う。 

４ 災害時の活動 

町は、茅ヶ崎市消防本部と協力し、次のとおり消防団の活動を連携して行う。 

（１）火災の対応 

町内で発生した火災については、茅ヶ崎市消防本部の指揮の下で消防団が活動する。 

また、火災出動は、発生した地区の消防団に茅ヶ崎市消防本部から災害発生情報を提供する

体制とする。 

（２）大規模災害への対応 

大規模な災害（地震）が発生若しくは発生が予見される場合、町災害対策本部からの要請で

消防団長の下に活動する。 

消防団への指令は、町から連絡する体制とする。 
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第４節 警備、救助対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 警察署等の耐震化  茅ケ崎警察署 

第 2 救出救助用資機材の整備  茅ケ崎警察署 

第 3 応援部隊の受入体制の確

立 
 茅ケ崎警察署 

第１ 警察署等の耐震化 

警察は、大規模地震等の災害時に、指揮本部及び活動拠点となる警察署等の耐震性の強化に計画

的に取り組む。 

また、県警本部庁舎が被災した場合を想定して、通信指令機能及び警備本部の指揮機能を備えた

代替施設を整備する。 

第２ 救出救助用資機材の整備 

警察は、大規模地震等の災害時における迅速・的確な人命救助を実施するため、情報収集用資機

材、救出救助用資機材等必要な装備・資機材の整備を進めるとともに、警備部隊の非常用食料、飲

料水、燃料、電池その他の災害警備用物資の備蓄及び調達体制の整備を図る。 

第３ 応援部隊の受入体制の確立 

警察は、他都道府県警察からの広域緊急援助隊等の部隊を迅速に受け入れる体制を確立する。 
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第５節 避難対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 広域避難場所の確保及び

整備 
町民安全課、施設を所管する課  

第 2 避難所の運営管理体制の

整備 
町民安全課、環境課  

第 3 要配慮者対策 町民安全課、福祉課  

第 4 帰宅困難者対策 町民安全課  

第１ 広域避難場所の確保及び整備 

１ 広域避難場所の確保 

町は、災害対策基本法、同施行令等に定める基準等に基づき、地域特性、過去の教訓、想定さ

れる災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、広域避難場所（指定緊急避

難場所及び指定避難所）の指定に努め、ハザードマップ、ホームページ等で町民に周知する。 

また、災害時に指定避難所の開設状況、混雑状況等を周知するため、ホームページ、アプリケ

ーション等の多様な手段の整備に努める。 

広域避難場所の機能は、次のとおりである。 

町の名称 法律上の区分 定義 

広域避難

場所 

指定緊急避難場所 
居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施

設又は場所で、異常現象の種類ごとに指定する。 

指定避難所 
居住者等を避難のために必要な間滞在させ又は被災者を

一時的に滞在させるための施設 

２ 広域避難場所の整備 

（１）耐震性の確保 

町は、広域避難所について、天井、照明器具、ガラス窓等の二次構造部材の耐震性を確保す

る。 

（２）備蓄 

町は、広域避難場所に食料、飲料水、間仕切り、組立式簡易ベッド、仮設トイレ等、避難生

活に必要な物資、資機材を備蓄する。 

（３）誘導標識等の整備 

町は、広域避難場所への誘導標識を設置する。その場合は、日本産業規格に基づく災害種別

一般図記号を使用して、対応する災害の種別を明示する。 

また、町民に標識の見方に関する知識の周知に努める。 

第２ 避難所の運営管理体制の整備 

１ 避難所運営体制 

（１）避難所運営マニュアルの見直し 

町は、自主防災組織等の代表、施設管理者及び町職員が協力して避難所の管理運営が円滑に

行われるよう避難所ごとに作成した避難所運営マニュアルの随時見直し、町民への周知を図
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る。 

（２）避難所運営訓練の実施 

町は、町民参加の避難訓練及び開設・運営訓練を実施し、災害時における混乱防止を図る。 

２ 避難所外避難者への対策 

町は、在宅避難及び車中泊等、様々な事情から避難所に滞在することができない被災者の把握

方法、物資等の供給、健康確保等の方策について検討に努める。 

３ ペット対策 

町は、ペット同行避難のルールを作成し町民に周知する。 

また、飼育スペース、ケージの確保、飼い主の管理責任等の注意事項を可能な限り具体的に検

討し、避難所運営マニュアルに位置づける。 

第３ 要配慮者対策 

１ 福祉避難所の確保 

町は、避難所等での避難生活が困難な要配慮者のため、協定福祉施設等を福祉避難所として活

用する。 

また、社会福祉法人等と災害時の要配慮者の受入れに関する協定を締結する。 

２ 要配慮者の情報の把握等 

（１）在宅の避難行動要支援者 

町は、要配慮者のうち、災害時等に一人で避難することが困難で、特に支援を要する者（避

難行動要支援者）について、「寒川町避難行動要支援者きずなプラン（避難支援全体計画）」に

基づき、名簿を作成する。 

名簿は、消防機関、警察署、民生委員児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等の支援を

行うものに提供する。 

なお、避難行動要支援者名簿等の詳細については、第 1章第 4節を参照のこと。 

（２）要配慮者利用施設 

要配慮者利用施設の管理者は、災害時における要配慮者の家族等との連絡方法を定め、家族

等及び要配慮者の安否情報・所在情報を把握、伝達できる体制を構築する。 

３ 避難誘導、搬送体制の構築 

（１）在宅の避難行動要支援者 

町は、自主防災組織等の避難支援等関係者が在宅の避難行動要支援者個別支援プランの作成

に努め、地域での避難支援体制を構築できるよう支援する。 

また、徒歩での移動が困難な要配慮者の搬送等について、各種資格を有した専門ドライバー

の支援、電動リフト等の装備を備えた車両の活用ができるよう、介護保険事業者、障害福祉サ

ービス事業者等との協定締結等により協力体制を構築する。 

（２）要配慮者利用施設 

町及び要配慮者利用施設の管理者は、要配慮者の避難のため介護保険事業者、障害福祉サー

ビス事業者、地域の自主防災組織等、ボランティア等の協力が得られるよう連携及び調整に努

める。 
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４ 避難確保計画等の作成等 

要配慮者利用施設その他の社会福祉施設、学校施設等の管理者は、災害発生を想定した対応を

定めた避難確保計画（避難計画）を作成する。 

また、避難確保計画等に基づき、避難訓練等を行う。 

第４ 帰宅困難者対策 

１ 一斉帰宅抑制の周知 

町及び県は、帰宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を開始しない」という基本原則

を町民、企業、学校、関係団体等へ周知を図る。 

２ 企業等の取組の促進 

町及び県は、企業等が従業員等を一定期間事業所内に留めるために必要となる飲料水、食料、

物資等の備蓄、事業所建物の耐震化、大型の什器・備品の固定の促進を図る。 

３ 一時滞在施設の確保 

町は、公共交通機関の途絶等のため、帰宅困難となった滞留者等の一時滞在施設として、町民

センターを提供する。 
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第６節 飲料水、食料、生活必需品等の供給体制の整備 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 備蓄体制等の推進 町民安全課  

第 2 飲料水確保体制の整備 町民安全課  

第 3 物資供給体制の整備 町民安全課  

第 4 研修・訓練の実施 町民安全課  

第１ 備蓄体制等の推進 

町は、広域避難場所等に飲料水、食料、生活必需品等の物資を備蓄する。備蓄にあたっては、高

齢者、障がい者、女性、乳幼児等に配慮した備蓄品目を検討する。 

なお、行政備蓄は、家庭内備蓄を補完するものとする。 

第２ 飲料水確保体制の整備 

１ 耐震性貯水槽の整備等 

町は、断水時の飲料水を確保するため、広域避難場所等に耐震性貯水槽を整備する。 

既に整備されている耐震性貯水槽については、災害時の緊急使用が可能なように、緊急遮断

弁、タンク内等の点検、清掃等を実施し、維持管理を図る。 

２ 応急給水体制の整備 

町は、断水時における迅速な応急給水を実施するため、平常時から県営水道との応急給水連絡

調整会議等を通じ、連携強化を図る。 

第３ 物資供給体制の整備 

１ 物資等の確保体制の整備 

町は、災害時に飲料水、食料、生活必需品等を確保するため、事業者等との協定を締結する。 

また、協定事業者から提供を受けることができる物資品目、搬送手段等の具体的な運用につい

て把握するとともに、緊急時における当該事業者等との情報連絡体制の整備に努める。 

２ 物資受入体制の整備 

（１）物資受入体制の整備 

町は、災害時に国、県からのプッシュ型・プル型支援13に対応できるよう、物的支援の迅速

な応援要請及び円滑かつ効率的な受入方法を検討し、災害時広域受援計画等を作成する。 

また、物資の受入拠点施設を指定する。 

（２）物流事業者との連携 

町は、大量の物資を受入れ、避難所へ搬送するため、専門業者の施設及びノウハウを活用で

きるよう、物流事業者との協定の締結に努める。 

                            
13 プッシュ型支援は、被災自治体からの具体的な要請を待たないで、国及び県が必要不可欠と見込まれる

物資を調達し、被災地に緊急輸送する支援のこと。プル型支援は、被災自治体が具体的な物資の必要量を

把握し、国及び県に要請する支援のこと。 
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第４ 研修・訓練の実施 

１ 応急給水訓練 

町は、災害時における確実な応急給水を実施するため、県営水道と協力し、応急給水に係る研

修・訓練に努める。 

２ 物資受入訓練 

町は、物資の受入体制の整備を図るため、県、防災関係機関、物流事業者等と連携し、物資受

入れ、搬送訓練を実施し、物資の受援体制の充実を図る。 

また、物資の供給及び搬送について協定を締結する事業者等に対し、訓練への参加を求めると

ともに、物資の具体的な要請方法等を確認し、意思の疎通を図る。 
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第７節 医療救護、防疫対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 医療救護体制の整備 町民安全課、健康づくり課  

第 2 応急手当能力の向上 町民安全課  

第１ 医療救護体制の整備 

１ 災害医療の強化等 

（１）医療救護体制の整備 

町は、災害による傷病者に対応するため、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関等との

協議により、救護所の設置、医師等の配置、人工透析等特殊医療への対応等、災害時の医療救

護体制について検討する。 

（２）応援受入体制の構築 

町は、茅ヶ崎市保健所と連携を図り、災害時に保健医療活動チーム等の迅速な要請及び円滑

な受入れを行うための体制を構築する。 

２ 医薬品等の備蓄 

町は、災害時の救護活動に必要な医薬品・衛生材料、消毒薬品等の備蓄を行うほか、薬剤師

会、医薬品販売事業者等との協定の締結に努める。 

３ 茅ヶ崎市との連携 

町は、茅ヶ崎市と連携し、災害時の医療救護活動の推進に必要となる事項の意見交換、情報共

有等を行うとともに必要な訓練等を企画、実施する。 

また、県保健医療調整本部との連絡体制を強化する。 

４ 情報伝達手段の整備 

町は、医師会等との災害時の情報伝達手段として携帯電話を配布しており、定期的な情報伝達

訓練等の実施に努める。 

第２ 応急手当能力の向上 

町は、地域の防災訓練等を通じて、町民の応急手当等の能力向上を図る。 
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第８節 文教対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 学校等における防災体制

の整備 
学校教育課  

第 2 施設管理者との連携 
町民安全課、学校教育課、教育施設給食

課 
 

第 3 文化財の保護 教育政策課  

第１ 学校等における防災体制の整備 

１ 安全対策 

町教育委員会は、通学路のブロック塀の有無等の安全点検により危険箇所を把握し、安全対策

を講じる。 

２ 避難実施計画の作成 

学校長等は、災害時における児童・生徒の安全確保を図るため、各学校で作成している学校防

災計画等の見直しを行い、実効性のある避難実施計画を定める。 

また、町教育委員会は、障がいがある児童・生徒の避難について、障がいの状態をよく把握

し、迅速に対応できる体制を整備する。 

３ 防災訓練の実施 

学校長等は家庭・地域と連携して避難訓練、保護者への引き渡し等の防災訓練を行う。 

４ 防災教育 

学校長等は、学校教育活動全体を通じて、児童・生徒が災害の危険と知識を理解し、正しい行

動を身に付けるため、県教育委員会が作成した防災教育指導資料等に基づき、発達段階に応じた

防災教育を実施する。 

５ 教員研修 

町教育委員会は、防災の専門的知識及び技能の習得、学校における防災活動の理解等を深める

ため、県が主催する小・中学校教職員を対象とした専門研修に教員を参加させる。 

６ 学校における災害への備え 

学校長等は、保護者等が児童・生徒の引き取りができない場合の保護体制、引き渡しのルー

ル、安否情報の連絡等について検討する。 

第２ 施設管理者との連携 

町教育委員会等は、災害時に避難者を受け入れるスペース等について学校長等と協議し、事前に

指定する。 

また、避難所の円滑な運営ができるよう、防災資機材の備蓄保管場所の拡充を図る。 
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第３ 文化財の保護 

町教育委員会は、災害時に文化財を保護するため、「神奈川県文化財防災対策マニュアル」に基

づき、文化財の所在情報の把握及び整理を行い、関係機関等と情報を共有化するとともに、災害対

策の検討を進める。 

 

 



地震災害対策計画 第４章 災害時応急活動事前対策 
第９節 緊急輸送対策 

- 52 - 

第９節 緊急輸送対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 緊急輸送道路の確保等 町民安全課、道路課 茅ケ崎警察署 

第 2 緊急車両の確保等 財産管理課、町民安全課  

第 3 災害の拡大防止 都市計画課  

第 4 ヘリポートの確保 町民安全課  

第１ 緊急輸送道路の確保等 

１ 町緊急輸送道路の指定 

町は、町域内の緊急輸送を確保するために、次の路線を町緊急輸送道路に指定する。 

（１）物資集積場所及び各避難所を結ぶ道路 

（２）主要公共施設、警察署等を結ぶ道路 

なお、県指定の緊急輸送道路、町指定緊急輸送道路は、次のとおりである 

区分 路線 

県指定 

緊急輸送道路 

第 1次 

緊急輸送道路 

国道 468号 さがみ縦貫道路（町内区間） 

県道 44号線（町内区間・湘南銀河大橋） 

県道 45号線（町内区間） 

県道 46号線（町内区間） 

県道 47号線（町内区間（神川橋～県道 45号）） 

第 2次 

緊急輸送道路 

県道 44号線（町内区間（県道 45号～県道 46号）） 

町道岡田・宮山 18号線（岡田～宮山） 

町指定 

緊急輸送道路 

・第 1次確保路線 

緊急輸送道路に不可欠な路線で、県指定の広域防災活動拠点及びヘリコプタ

ー臨時離着陸場から町本部を結ぶ路線 

・第 1次確保路線以外の路線（各防災倉庫及び避難所から町本部を結ぶ路線） 

町道田端・宮山 6号線（田端～宮山） 

町道大蔵・宮山 8号線（大蔵～宮山） 

町道宮山・倉見 13号線（宮山～倉見） 

町道小谷・宮山 29号線（小谷～宮山） 

町道宮山 39号線（宮山） 

町道小動・宮山 1号線（小動～宮山） 

町道倉見 61号線（倉見） 

町道岡田 7号線（岡田） 
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２ 緊急交通路等の復旧体制の整備 

道路管理者は、被災した場合を想定し、応急復旧のための資機材の備蓄、建設事業者との協力

体制の充実・強化を図る。 

３ 緊急交通路等の機能確保のための施設整備 

警察は、交通監視用テレビカメラ、車両感知器等を活用し、道路状況の正確な把握に努めると

ともに、広域的な交通規制を行うための災害用信号機、移動式の交通情報表示システム（サイン

カー）を導入する。 

また、信号機、情報板等の道路関連施設等の耐震性を強めるとともに、災害時の信号機、交通

情報の収集を確保するために、自動式発電機の設置を進める。 

県指定  
第 1次緊急輸送道路 
 
県指定 
第 2次緊急輸送道路 
 
町指定緊急輸送道路 
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第２ 緊急車両の確保等 

１ 緊急通行車両等の事前届出 

町は、災害対策基本法に基づき、保有する車両について公安委員会（茅ケ崎警察署）に緊急輸

送車両の事前届出を行い、事前届出済証の交付を受ける。 

２ 燃料の確保 

町は、協定の締結をした燃料等の優先供給事業者から、災害時に燃料供給の確保ができるよう

努める。 

また、新たな燃料供給事業者と協定の締結に努める。 

第３ 災害の拡大防止 

町は、平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるものとする。 

第４ ヘリポートの確保 

町は、大型へリコプターの離着陸が可能なオープンスペース（さむかわ中央公園、川とのふれあ

い公園）を確保し指定している。 

また、緊急医療を要する被災者の受入病院とアクセスできるよう、臨時ヘリポートの確保に努め

る。 
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第１０節 建築物対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 危険度判定実施体制の整

備 
都市計画課  

第 2 相互応援体制の拡充 都市計画課  

第１ 危険度判定実施体制の整備 

１ 判定士等の養成 

町は、県等が行う応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の養成講習会、訓練へ職員を参

加させることにより判定士の養成に努める。 

また、判定士の指揮、監督等を行う判定コーディネーター及び宅地判定調整員を養成する。 

２ 資機材等の整備 

町は、危険度判定に必要な資機材の整備に努める。 

第２ 相互応援体制の拡充 

１ 相互支援体制 

大規模災害時おいては、応急危険度判定の実施は、広域的な支援体制によって行われる。 

そのため、町は、県及び神奈川県建築物震後対策推進協議会等と連携し、県内市町村間相互支

援体制に参加し体制を確保する。 

また、広域災害を想定して、災害時相互応援協定を締結する自治体と、応急危険度判定士及び

判定コーディネーターの応援要請及び受入れについて連携を図る。 

２ 受援体制の整備 

町は、災害時に応急危険度判定士及び判定コーディネーターの要請及び受入れ、資機材等の確

保、受入施設の確保等のため、広域受援に関する効率的な運用方法について検討する。 

３ マニュアルの整備 

町は、判定実施本部の体制、判定方法等についてまとめた寒川町震災建築物応急危険度判定職

員マニュアルを整備する。 
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第１１節 廃棄物等処理対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 災害廃棄物等の処理体制

の整備 
環境課  

第 2 相互協力体制の整備 環境課  

第 3 研修・訓練の実施 環境課  

第１ 災害廃棄物の処理体制の整備 

１ 災害廃棄物処理体制の整備 

町は、「寒川町災害廃棄物処理計画」に基づき、廃棄物の運搬等が行われるよう収集事業者等

と協定の締結に努める。 

また、災害廃棄物等の仮置場として青少年広場を指定し、災害発生時に即応できるよう準備す

る。 

２ 計画の見直し 

町は、国の「災害廃棄物対策指針」、県の「神奈川県災害廃棄物等処理計画」及び「神奈川県

災害廃棄物処理業務マニュアル」の改定等に基づき、必要に応じて、「寒川町災害廃棄物等処理

計画」の見直しを行う。 

３ 仮設トイレの設置 

町は、断水した場合のトイレ対策として、仮設トイレを確保できるよう事業者と協定締結に努

める。 

第２ 相互協力体制の整備 

町は、周辺の市町及び廃棄物関係団体と調整し、災害時の相互協力体制の整備に努める。 

また、広域災害を想定して、災害時相互応援協定を締結する自治体と、職員及び車両等の応援要

請及び受入れについて連携を図る。 

第３ 研修・訓練の実施 

町は、国、県が実施する災害時に大量に発生する災害廃棄物処理に関する研修への参加に努め

る。 

また、災害廃棄物を迅速かつ的確に処理できるよう状況付与型の図上訓練の実施に努める。 
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第１２節 ライフラインの応急復旧対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 上水道対策  県企業庁 

第 2 下水道対策 下水道課 流域下水道整備事務所 

第 3 電気及びガス対策  
東京電力（株）、東京ガス（株）、（公社）神奈川

ＬＰガス協会湘南支部茅ヶ崎・寒川部会 

第 4 通信サービス対策  
東日本電信電話（株）、エヌ・ティ・ティ・コミ

ュニケーションズ（株）、（株）ＮＴＴドコモ 

第１ 上水道対策 

県企業庁は、県内水道事業者や近隣都県等との相互応援協定に基づき、実践的な対応が可能とな

るような応援受入れ及び復旧活動に係る計画を必要に応じて見直す。 

また、復旧用資機材の備蓄を進め、災害時には医療機関、社会福祉施設、避難所等、防災上重要

な施設を早期に復旧するよう対策を進める。 

第２ 下水道対策 

町及び県は、下水道について具体的な復旧活動のマニュアル整備、近隣都県等との広域的な支援

体制の充実、復旧用資機材の備蓄を進め、下水道の機能を早期に復旧するよう対策を進める。 

第３ 電気及びガス対策 

東京電力（株）及び東京ガス（株）、（公社）神奈川ＬＰガス協会湘南支部茅ヶ崎・寒川部会は、

復旧過程での二次災害の発生を防止するため、各事業者において、被災地域の町民に復旧状況及び

安全確認についての広報を徹底するとともに、各事業者間、災害対策本部等との相互の情報連絡体

制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進める。 

第４ 通信サービス対策 

東日本電信電話（株）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）及び（株）ＮＴＴドコ

モは、通信ネットワークの信頼性向上のため、伝送路のループ化・多ルート化、交換機の複数分散

設置、有線伝送路のとう道への収容等の対策を行っている。 

また、停電時には予備の蓄電池が作動し、その後非常用発電機及び移動電源車によりバックアッ

プを行う仕組みとなっている。 

以上のことから、町民に対しては、安否確認等の情報を円滑に伝達できるよう、災害用伝言ダイ

ヤル及び災害用伝言板の利用について周知する。 
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第１３節 広域応援体制等の拡充 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 応援受入体制の整備 町民安全課  

第 2 協力体制の構築 町民安全課  

第 3 他機関との連携強化 町民安全課  

第 4 災害ボランティア活動の

充実強化 
総務課、町民安全課 寒川町社会福祉協議会 

第１ 応援受入体制の整備 

１ 受援体制の整備 

町は、全国からの人的・物的支援を適切に受け入れられるよう、町の応援ニーズ把握、受援応

援を担う部署、手順等を明確にした災害時受援応援計画の策定に努める。 

２ 受入拠点等の整備 

町は、自衛隊の災害派遣部隊、緊急消防援助隊14、自治体からの応援等を受け入れるための施

設を指定する。 

また、応援職員等との情報共有、各種調整等を行うための執務スペースを指定する。 

第２ 協力体制の構築 

１ 相互応援体制の整備 

町は、他の市町村との相互応援協力に関する協定を締結し、要員、資機材の提供、広域避難に

おける避難者の受入れ等について協力体制を構築するとともに、平常時から、顔の見える関係づ

くり、情報交換、訓練等により、連携体制の強化を図る。 

２ 近隣市町との連携 

町は、町単独では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合は、地域県政総合センター

単位の地域ブロック内の市町で相互に連携し、迅速かつ的確な応援ができるよう連携を図る。 

また、訓練等の実施を通じ、体制の検証を行う。 

第３ 他機関との連携強化 

町は、自衛隊の災害派遣を迅速に実施するため、県と連携して派遣部隊との連携体制を強化す

る。 

また、その他の応援機関についても、連絡体制、連絡員（リエゾン）の派遣等、訓練等の機会を

通じて、連携強化に努める。 

                            
14 大規模災害時等において、被災した都道府県内の消防機関のみでは対応が困難な場合に、人命救助活動

を効果的かつ迅速に実施できるよう、全国の消防機関から派遣され災害活動を行う消防部隊のこと。 
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第４ 災害ボランティア活動の充実強化 

１ ボランティア受入体制の整備 

町は、ボランティア受け入れを行うために、防災資機材の購入に努める。 

寒川町社会福祉協議会等は、町と連携して、災害時の災害ボランティアセンターの設置、ボラ

ンティアの受入体制、活動環境の整備等について検討する。 

また、ボランティアセンターの設置、運営訓練等を通じて協力体制を構築する。 

２ 人材の育成 

町及び寒川町社会福祉協議会は、県が開催するかながわコミュニティカレッジ等の講座に職員

等を派遣し、コーディネートを行う人材を育成する。 
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第５章 災害時応急活動対策 

第１節 災害対策本部等の組織体制 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 地震情報等の収集・伝達 本部班  

第 2 災害対策本部の設置、運

営 

各班  

第 3 配備体制の確立 各班  

第 4 職員の動員・配備 各班  

第１ 地震情報等の収集・伝達 

※地震情報の種類、町民等伝達、被害情報の収集及び県への報告の詳細については、第 2節を参

照のこと。 

１ 地震情報の収集 

町は、地震が発生した場合、震度情報ネットワークシステムにより、町の震度を把握する。 

２ 町民等への伝達 

町民等への地震情報の伝達は、震度 4以上を観測した場合又は南海トラフ地震臨時情報が発表

された場合に行う。 

また、必要に応じて、防災関係機関等に伝達する。 

避難指示等を発令した場合は、防災行政無線等による伝達、Ｌアラート入力によるテレビ、ラ

ジオ等を通じた周知に努める。 

３ 県への報告・要請等 

町は、県災害情報管理システムにより被害情報、自衛隊等の要請を県に報告し、速やかに情報

の共有化を図る。 

なお、県災害情報管理システムの利用できる情報は、次のとおりである。 

（１）防災基礎情報（病院等の施設、道路、河川等の基礎的な情報） 

（２）被害情報、被害復旧情報（道路被害・復旧、河川被害、学校被害等） 

（３）応援要請情報、応急措置情報（自衛隊派遣要請、緊急消防援助隊派遣要請、各機関の応急

措置） 

（４）地震災害状況資料（被害情報等を基に作成した地震災害状況資料） 

第２ 災害対策本部等の設置、運営 

１ 災害対策本部の設置 

（１）本部の設置基準 

町長（本部長）は、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害対策基本

法及び町災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置する。 

（２）本部の設置場所 

災害対策本部は、災害対策本部室とする。 



地震災害対策計画 第５章 災害時応急活動対策 
第１節 災害対策本部等の組織体制 

- 61 - 

役場庁舎が使用できない場合は、消防庁舎に設置する。 

（３）災害対策本部設置の連絡 

災害対策本部を設置したときは、県、警察、その他関係機関に連絡する。 

２ 災害対策本部の運営 

（１）指揮 

町長（本部長）は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

本部の設置及び指揮は、本部長の権限により行われるが、本部長の判断を仰ぐことができな

い場合は、次の順によりその権限を委任したものとする。 

第 1位 副町長   第 2位 教育長 

（２）本部会議 

町長（本部長）は、災害対策についての重要な指示又は総合調整を行うため、本部会議を招

集する。本部会議は、本部長、副本部長、本部員で構成する。 

（３）現地災害対策本部の設置 

町長（本部長）は、現地での関係機関による調整等が必要な場合は、現地災害対策本部を設

置する。 

（４）各部班の事務分掌 

災害対策本部を構成する部班の事務分掌を節末に示す。 

なお、災害応急対策の実施にあたって、職員不足等により十分な対応が困難な場合は、本部

会議で調整の上、町長（本部長）の命により臨機な人員配置を行うものとする。 

３ 茅ヶ崎市消防本部と連携 

消防広域化により、災害時の部隊運用及び部隊の支援、派遣された緊急消防援助隊との調整等

は、茅ヶ崎市消防本部が担うこととなる。 

そのため、町に災害対策本部が設置された場合、消防署長及び消防職員が本部に参集し、茅ヶ

崎市消防本部との情報共有及び連携協力を図る。 

４ 本部機能等の維持 

（１）庁舎機能 

町長（本部長）は、役場及びライフライン機能の点検を行い、非常電源用の燃料確保、必要

に応じて仮設トイレの設置等により本部機能を維持する。 

（２）災害対策要員の補給 

町長（本部長）は、災害対策要員の仮眠・休憩場所の確保、食料・飲料水・資機材等の供給

を行う。 

５ 災害対策本部の解散 

町長（本部長）は、災害の発生するおそれがなくなった場合、又は災害応急対策が概ね完了し

たと認められるときは、災害対策本部を解散する。 
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第３ 配備体制の確立 

１ 配備体制 

町の配備体制は、次のとおりである。 

区分 種別 配備体制 配備時期 

災害対

策本部

設置前 

事前配

備 

災害対策本部員は参集するもの

とし、地震情報を町民に対して周

知する。 

情報の収集及び連絡体制をとる

とともに、応急対策準備に必要な

職員を配備する体制とする。 

①町域で震度 4を記録したとき。 

③南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表されたとき。 

②その他状況により必要があるとき。 

災害対

策本部

設置後 

第 1号 

配備 

局地的な災害に直ちに対処でき

る必要な職員を動員する体制と

する。 

町内に局地的な災害が発生し又は発生

するおそれが高いときで、本部長が必要

であると認めたとき。 

第 2号 

配備 

①第 1 号配備体制を強化すると

ともに、拡大しつつある災害に

対処できる体制とする。 

②第 1 号配備体制で動員された

班にあっては、班員の全員を動

員する。 

町の広い地域に災害が拡大し又は大規

模な局地的災害の発生が予見され、本部

長が必要であると認めたとき。 

第 3号 

配備 

要員の全員をもって当たる完全

な体制とし、状況により各班も直

ちに活動ができる体制とする。 

①町の全域に災害が発生したとき。 

②町域で震度 5弱を記録したとき。 

③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒・巨大地震注意）が発表されたとき 

④その他の状況により、本部長が必要と

認めたとき。 

２ 配備の決定 

配備の決定は、震度による自動配備を基本とする。その他は町長（本部長）が決定する。 

第４ 職員の動員・配備 

１ 動員方法 

（１）勤務時間内 

勤務時間内は、庁内放送、電話連絡等により、町民安全課が各課長に配備体制の伝達を行

う。各課長は、この情報に基づき、必要な職員の動員・配備を行う。 

（２）勤務時間外 

勤務時間外は、震度による自動参集を基本とする。 

２ 参集場所 

勤務時間内及び勤務時間外ともに、参集場所は各職員の勤務場所とする。 
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災害対策本部事務分掌 

共通事務 1 所管の被害調査、復旧等に関すること。 

2 所管の関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。 

3 施設利用者等の安全確保に関すること。 

4 避難所の運営に関すること。 

5 本部長の特命に関すること。 

【本部事務局】 

班名 構成 事務分掌 

総括班 町民安全課 1 災害対策本部の設置及び運営に関すること。 

2 本部会議に関すること。 

3 災害対策の総括に関すること。 

4 避難指示等の発令に関すること。 

5 地震、気象情報等の受理及び伝達に関すること。 

6 県、国等への報告に関すること。 

7 茅ヶ崎市消防本部、県、国、関係機関等との連絡調整に関

すること。 

8 自衛隊の災害派遣要請、県、国等への応援要請に関するこ

と。 

9 消防団の活動に関すること。 

10 その他、各部各班に属さないこと。 

情報班 企画政策課 1 情報の収集及び整理に関すること。 

2 情報システムの運用に関すること。 

【企画部】 

班名 構成 事務分掌 

企画政策班 企画政策課 1 部内の調整に関すること。 

2 災害復旧計画及び災害復興計画に関すること。 

財政班 財政班 1 災害関係予算に関すること。 

2 災害救助法の適用事務に関すること。 

広報戦略班 広報戦略課 1 広報広聴に関すること。 

2 報道機関への対応に関すること。 

3 災害の記録に関すること。 

【総務部】 

班名 構成 事務分掌 

総務班 総務課 1 部内の調整に関すること。 

2 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

3 視察者、見舞者等の接遇に関すること。 

4 受援に関すること。 

5 庁内調整に関すること。 

6 給水に関すること。 

7 災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること。 

8 外部支援者（NPO等）との連絡調整に関すること。 

人事班 人事課 1 職員の動員及び配置に関すること。 

2 職員の安否確認等に関すること。 

3 災害対策要員への飲料水、食料等の支援に関すること。 

4 公務災害補償に関すること。 

財産管理班 財産管理課 1 庁舎の被害調査、復旧に関すること。 

2 庁舎機能の維持に関すること。 
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3 車両及び燃料に関すること。 

4 緊急通行車両の申請に関すること。 

5 町有財産の被害の総括に関すること。 

税務収納班 税務収納課 1 住家の被害認定調査及び罹災証明の交付に関すること。 

2 税の減免等に関すること。 

【町民部】 

班名 構成 事務分掌 

町民協働班 町民協働課 1 部内の調整に関すること。 

2 自治会等との連絡調整に関すること。 

3 被災者相談窓口の設置、運営に関すること。 

町民窓口班 町民窓口課 1 安否情報に関すること。 

2 被災者台帳に関すること。 

3 被災者相談窓口の設置、運営に関すること。 

4 遺体の安置、火葬等に関すること。 

5 被災者生活再建支援金等に関すること。 

【学び育成部】 

班名 構成 事務分掌 

子育て支援班 子育て支援課 1 部内の調整に関すること。 

2 要配慮者の支援に関すること。 

3 応急保育に関すること。 

4 保健師の活動に関すること。 

学び推進班 学び推進課 1 要配慮者の支援に関すること。 

スポーツ班 スポーツ課 1 要配慮者の支援に関すること。 

2 施設の活用に関すること。 

【健康福祉部】 

班名 構成 事務分掌 

福祉班 福祉課 1 部内の調整に関すること。 

2 要配慮者の支援に関すること。 

3 福祉避難所の確保及び運営に関すること。 

4 社会福祉施設等の被害調査及び復旧に関すること。 

5 災害弔慰金、見舞金等の支給に関すること。 

高齢介護班 高齢介護課 1 要配慮者の支援に関すること。 

2 福祉避難所の確保及び運営に関すること。 

3 社会福祉施設等の被害調査及び復旧に関すること。 

4 保健師の活動に関すること。 

保険年金班 保険年金課 1 要配慮者の支援に関すること。 

2 福祉避難所の確保及び運営に関すること。 

健康づくり班 健康づくり課 1 応急医療救護及び助産に関すること。 

2 被災者の健康管理に関すること。 

3 防疫に関すること。 

4 保健師の活動に関すること。 

保健師班 

・保健師班の設置、チーム編成・各チームリーダーの決定 

・被災状況等の情報収集 

・災害時保健師活動の方針決定、初動活動体制の確立 

・保健師派遣要請数の算定及び派遣要請 
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【環境経済部】 

班名 構成 事務分掌 

産業振興班 産業振興課 1 部内の調整に関すること。 

2 食料、生活必需品等に関すること。 

3 帰宅困難者に関すること。 

4 被災事業者への支援に関すること。 

農政班 農政課 1 食料、生活必需品等に関すること。 

2 農業施設等の被害調査及び復旧に関すること。 

3 被災農業者への支援に関すること。 

環境班 環境課 1 災害廃棄物処理に関すること。 

2 住家の解体撤去等に関すること。 

3 仮設トイレ及びし尿の収集処理に関すること。 

4 環境モニタリング及び環境保全に関すること。 

5 ペットに関すること。 

6 廃棄物処理施設等の被害調査及び復旧に関すること。 

【都市建設部】 

班名 構成 事務分掌 

道路班 道路課 1 部内の調整に関すること。 

2 道路、橋りょうの被害調査及び復旧に関すること。 

3 緊急輸送道路に関すること。 

4 放置車両に関すること。 

下水道班 下水道課 1 下水道の被害調査及び復旧に関すること。 

2 河川に関すること。 

都市計画班 都市計画課 1 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

2 宅地の危険度判定に関すること。 

3 応急仮設住宅の建設、入居、管理等に関すること。 

4 住家の応急修理に関すること。 

5 宅地の障害物の除去に関すること。 

6 ヘリポートの開設、運営に関すること。 

【拠点づくり部】 

班名 構成 事務分掌 

倉見拠点づく

り班 

倉見拠点づく

り課 

1 部内の調整に関すること。 

2 都市建設部の応援に関すること。 

田端拠点づく

り班 

田端拠点づく

り課 

1 田端拠点づくり整備区域の被害調査に関すること。 

2 都市建設部の応援に関すること。 

寒川駅周辺整

備事務所班 

寒川駅周辺整

備事務所 

1 都市建設部の応援に関すること。 

【教育部】 

班名 構成 事務分掌 

教育政策班 教育政策課 1 部内の調整に関すること 

2 避難所の開設、運営に関すること。 

3 避難所の総括に関すること。 

4 応急教育に関すること。 

5 文化財の保護に関すること。 

学校教育班 学校教育課 

小学校 

中学校 

1 児童・生徒の安全確保に関すること。 

2 避難所の開設、運営に関すること。 

3 応急教育に関すること。 
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教育施設給食

班 

教育施設給食

課 

1 避難所の開設、運営に関すること。 

2 教育施設等の被害調査及び復旧に関すること。 

【協力部】 

構成 事務分掌 

議会事務局 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

会計課 

1 本部事務局の業務に関すること。 

2 特命事項に関すること。 

3 災害対策経費の会計処理に関すること。（会計課） 

4 弔慰金、寄附金等の受入れに関すること。（会計課） 

【消防団】 

構成 事務分掌 

消防団 1 救助、捜索、消火に関すること。 

2 その他地域の防災活動に関すること。 

 

 

 

 

 



地震災害対策計画 第５章 災害時応急活動対策 
第２節 災害情報の収集及び伝達 

- 68 - 

第２節 災害情報の収集及び伝達 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 地震情報の収集・伝達 総括班、情報班  

第 2 被害情報の収集・報告 総括班、情報班  

第 3 通信手段の確保 総括班、情報班  

第 4 災害広報 広報戦略班  

第１ 地震情報の収集・伝達 

１ 地震情報の収集 

横浜地方気象台が発表する情報は、次のとおりである。 

町は、これらの情報を収集する。 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度 3以上 
地震発生約 1分半後に、震度 3以上を観
測した地域名（全国を 188地域に区分）
と地震の揺れの検知時刻を速報 

震源に関する情
報 

・震度 3以上 
（津波警報等を発表した場合は発表
しない） 

地震の発生場所（震源）及びその規模
（マグニチュード）を発表 
「津波の心配がない」又は「若干の海面
変動があるかもしれないが被害の心配は
ない」旨を付加 

震源・震度に関
する情報 

以下のいずれかを満たした場合 
・震度 3以上 
・津波警報等発表時 
・若干の海面変動が予想される場合 
・緊急地震速報（警報）を発表した
場合 

地震の発生場所（震源）、その規模（マグ
ニチュード）及び震度 3以上の地域名と
市町村毎の観測した震度を発表 
震度 5弱以上と考えられる地域で、震度
を入手していない地域がある場合は、そ
の市町村名を発表 

各地の震度に関
する情報 

・震度１以上 

震度 1以上を観測した地点のほか、地震
の発生場所（震源）及びその規模（マグ
ニチュード）を発表 
震度 5弱以上と考えられる地域で、震度
を入手していない地域がある場合は、そ
の地点名を発表 
※地震が多数発生した場合には、震度 3
以上の地震についてのみ発表し、震度 2
以下の地震については、その発生回数を
「その他の情報（地震回数に関する情
報）」で発表。 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新した
場合、地震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ、
地震が多発した場合の震度 1以上を観測
した地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 ・震度 5弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、1km
四方ごとに推計した震度（震度 4以上）
を図情報として発表 

長周期地震動に
関する観測情報 

・震度 3以上 

高層ビル内での被害の発生可能性等につ
いて、地震の発生場所（震源）やその規
模（マグニチュード）、地域ごと及び地点
ごとの長周期地震動階級等を発表（地震
発生から約 20～30分後に気象庁ホームペ
ージ上に掲載） 
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遠地地震に関す
る情報 

国外で発生した地震について以下の
いずれかを満たした場合等 
・マグニチュード 7.0以上 
・都市部等著しい被害が発生する可
能性がある地域で規模の大きな地
震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及び
その規模（マグニチュード）を概ね 30分
以内に発表 
日本及び国外への津波の影響に関しても
記述して発表 

２ 町民等への伝達 

町は、地震情報等を収集したときは、防災行政無線、ＬＩＮＥ等のＳＮＳ等により町民等に伝

達する。 

第２ 被害情報の収集・報告 

１ 被害情報の収集 

町は、次の方法で被害及び避難者の情報を収集する。 

（１）町施設の職員からの報告 

（２）避難所従事の職員からの報告 

（３）消防機関、警察署等から連絡 

（４）消防団からの連絡 

（５）町民、自主防災組織の代表者等からの通報 

（６）都市建設部及び拠点づくり部（現場）からの報告 等 

２ 県等への報告 

町は、次のとおり県等に被害情報を報告する。 

（１）県への報告 

被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに災害情報管理システム等に

より県へ報告する。 

（２）行方不明者の情報 

行方不明者の数については、住民登録の有無にかかわらず、茅ケ崎警察署等関係機関の協力

に基づき、正確な情報の収集に努める。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した

場合には、当該登録地の市町村又は県（外国人のうち、旅行者等の住民登録対象外の者は直接

又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に報告する。 

（３）消防庁への報告 

「火災・災害等即報要領」の規定に基づき、交通機関の火災等特に迅速に消防庁に報告すべ

き火災・災害等を覚知した場合は、直ちに消防庁に報告し、併せて県にも報告する。 

また、被害情報及び災害応急対策等を県に報告できない状況が生じた場合には、直接内閣総

理大臣（消防庁経由）に報告する。 

消防庁の報告先は、次のとおりである。 

ＮＴＴ回線 

電話 03－5253－7527（平日 9:30～18:15） 

03－5253－7777（上記以外） 

FAX  03－5253－7537（平日 9:30～18:15） 

03－5253－7553（上記以外） 

消防防災無線 
電話  7－90－49013（平日 9:30～18:15） 

7－90－49101～2（上記以外） 
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FAX   7－90－49033（平日 9:30～18:15） 

7－90－49036（上記以外） 

地域衛星通信ネット

ワーク 

電話  9－048－500－90－49013（平日 9:30～18:15） 

9－048－500－90－49101～2（上記以外） 

FAX   9－048－500－90－49033（平日 9:30～18:15） 

9－048－500－90－49036（上記以外） 

３ 異常現象の通報義務 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちにその旨を町、茅ヶ崎市消防本

部又は警察署に通報する。通報を受けた茅ヶ崎市消防本部又は警察署は、その旨を速やかに町に

通報する。 

第３ 通信手段の確保 

１ 通信手段 

町は、次の連絡手段を確保する。 

手段 内容 

災害時優先電話 
災害時優先電話として登録されている電話（優先発信が可

能）を活用し、町内の関係機関と連絡を行う。 

町防災行政無線 
固定系 

町役場（親局）から屋外拡声局（子局）への一斉放送によ

り町民等に対し情報を伝達する。 

移動系 町役場と現場等と連絡を行う。 

県防災行政通信網 
音声又はファクシミリにより県主要機関、市町村及び防災

関係機関と通信する。 

県災害情報管理システム 

市町村、県各機関と県災害対策本部室をオンラインネット

ワークで結び、リアルタイムで県災害対策本部や他の防災

関係機関で情報共有する。 

全国瞬時警報システム 

（Ｊアラート） 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により、町に伝達さ

れた警報等が自動起動により、防災行政無線にて放送され

る。 

災害情報共有システム 

（Ｌアラート） 

災害情報共有システム（Ｌアラート）により、町等が発し

た情報を集約し、テレビ、ネット等の多様なメディアを通

して町民等に災害情報が一括配信される。 

２ 通信手段が使用不能となった場合の措置 

町は、通信手段が被災により不通となった場合、又は著しく通信が困難となった場合は、関東

地方非常通信協議会の無線局（国土交通省、警察、通信事業者等）を利用し通信の確保を図る。 

第４ 災害広報 

１ 広報内容 

広報内容は、概ね次のとおりである。 

（１）地震及び被害に関すること 

ア 地震情報（震度、震源、津波の発生、余震等の見通し） 
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イ 南海トラフ地震臨時情報 

ウ 被害状況及び応急対策の実施状況 

（２）避難に関すること 

ア 避難指示等の発令 

イ 広域避難場所の開設状況 

（３）火災等の二次災害防止に関する情報 

ア 火災の発生、延焼状況等 

イ 危険物の流出等 

ウ 放射性物質の影響 

（４）ライフライン、交通に関する情報 

ア ライフラインの状況 

イ 公共交通機関の運行、道路の通行等 

ウ 事業所の一斉帰宅の抑制 

（５）被災者支援に関する情報 

ア 応急医療救護 

イ 飲料水、食料、物資等の供給 

ウ 保健衛生、防疫 

エ 災害廃棄物 

オ 被災者生活支援（相談窓口、罹災証明発行、各種支援制度） 

２ 広報手段 

広報手段は、次のとおりである。 

（１）放送機関への要請 

町は、県と放送機関との協定に基づき、県を通じて、放送関係機関への放送要請を行う。 

なお、ケーブルテレビには、直接、放送要請を行う。 

（２）報道発表 

町は、役場内に記者発表場所を設置し、必要に応じて記者発表を行う。発表者は、町長（本

部長）又は企画部長とし、発表内容は、あらかじめ本部会議に諮るものとする。 

（３）本部からの町民等への広報 

町は、次の通信手段を活用して直接、町民等に情報を発信する。 

ア 防災行政無線 

イ メール配信サービス 

ウ 携帯用防災情報 

エ ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、ツイッター、フェイスブック等） 

オ ホームページ 

（４）広報車による地域への広報 

避難指示等、給水のお知らせ等は、広報車を活用して対象地域の町民等に伝達する。 

（５）災害広報紙の配布 

災害広報紙を作成、印刷し、戸別配布、広域避難場所（避難所）及び公共施設で配布を行

う。 

（６）避難所等での広報 

掲示板を設置し、情報を掲示する。 
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第３節 救助、救急、消火及び医療救護活動 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 救助、救急、消火活動 消防団 茅ヶ崎市消防本部 

第 2 医療救護活動 健康づくり班 茅ヶ崎市保健所等 

第１ 救助、救急、消火活動 

１ 消防体制 

茅ヶ崎市消防本部は、茅ヶ崎市消防計画に基づいた消防活動体制を確立し、「人命の安全確

保」を目的とし、防災関係機関との密接な連携を図り、応急対策活動を実施する。 

（１）消火活動 

町民の安全を守り、延焼拡大防止を最優先に取り組む。 

ア 火災の発生状況が、火災発生時点における消防力の投入によって鎮圧可能な地域について

は、火災の早期鎮圧又は延焼防止にあたる。 

イ 火災が同時に多発した場合、もしくは発生件数が多く、大部分の延焼火災の鎮圧が不可能

と予想される地域については、町民の避難の安全を確保するための活動を行う。 

ウ 高層ビル、大規模工場等の火災は、これらの自衛消防隊との連携により鎮圧を図る。 

（２）救助活動 

人命救助を最優先とし、救命措置を必要とする重傷者を優先する。 

（３）救急活動 

災害の規模や状況により、トリアージ15を実施し、緊急度、重要度の高い傷病者を優先的に

処置及び搬送する。 

２ 応援要請 

（１）消防の広域応援 

町は、町の消防力で対応困難な場合、茅ヶ崎市消防本部と協力し消防相互応援協定等に基づ

き、他の市町村に救助・救急、消火活動の応援要請をするとともに、必要に応じ、神奈川県内

消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消防援助隊派遣要請を行う。 

また、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽減に努める。 

（２）救出資機材の応援 

町は、建設用重機を必要とする現場については、建設事業者等に応援を要請する。 

（３）惨事ストレス対策 

町は、消防団員の惨事ストレス対策として必要に応じて、総務省消防庁等に精神科医等の専

門家の派遣を要請する。 

３ 消防団の活動 

消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織と連携し、発災直後の初期消火、被災

者の救出・救護を行うとともに、消防隊を補佐し、各種消防活動を行う。 

                            
15 災害や事故の時、多数の傷病者が同時に出た際に、早期に治療を要する重症患者を発見し、早期に適切

な治療を受けさせることで、より多くの人命を救うことを目的として傷病の程度や治療の優先順位の判定

をすることをいう。 
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各種活動については、寒川町消防団火災出動基準及び寒川町消防団災害時活動マニュアルに従

って活動する。 

４ 町民等の活動 

町民等は、自主防災組織、自治会等で協力して、初期消火、被災者の救出・救護を行う。 

第２ 医療救護活動 

１ 医療救護体制の確立 

（１）保健師班（統括チーム）の設置 

町は、保健師班（統括チーム）を設置し、県の保健医療調整本部及び地域災害医療対策会

議、災害拠点病院等の医療機関、医師会等の関係団体等と連携して医療救護活動を実施する。 

また、医療機関等の協力により広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）16を活用し

て、医療可能医療機関の把握を行う。 

（２）救護拠点の設置 

医療救護所等の医療救護派遣を含めた救護体制や治療方針、中等・重傷者の搬送体制を構築

するため、救護所の拠点を健康管理センターとし、その機能強化を図る。 

（３）茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議の開催 

町は、地域における医療救護活動に必要な情報共有及び調整を行うため、必要に応じて茅ヶ

崎市・寒川町災害医療対策会議を開催する。 

会議には、災害医療コーディネーターを置き、医療救護に関して必要な判断・調整等を行

う。 

会議の主な役割は、次のとおりである。 

ア 医療機関等の被災状況及び診療状況並びに避難所、救護所、医療救護施設等にお

ける医療ニーズの情報収集、整理 

イ 保健医療活動チーム（ＤＭＡＴ17、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ18、医療救護班等）の受

入れ・派遣調整、傷病者の搬送調整 

ウ 県への要請（保健医療活動チーム、医薬品、血液製剤） 

エ その他の医療救護活動 

（４）保健医療活動チームの派遣 

町は、傷病者が多数発生した場合、医師会に医師等の派遣を要請する。 

また、県に、保健医療活動チームの派遣を要請する。 

保健医療活動チームの業務内容は、次のとおりである。 

                            
16 災害拠点病院をはじめとした医療機関、医療関係団体、消防機関、保健所、市町村等の間の情報ネット

ワーク化及び国、都道府県間との広域情報ネットワーク化を図り、災害時における被災地内、被災地外に

おける医療機関の活動状況等、災害医療に関わる情報を収集・提供し被災地域での迅速かつ適切な医療・

救護活動を支援することを目的としたシステムのこと。 
17 災害の急性期（災害発生から 48時間以内）に活動できる機動性を持ち厚生労働省が実施する「日本

DMAT隊員養成研修」を受講した救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療チームのことで、

Disaster Medical Assistance Teamの略である。 
18 神奈川県内で発生した災害の急性期に活動できる機動性を持ち、局地災害対応に係る専門的な研修、訓

練を受けた災害派遣医療チームのことで、被災市町村等からの要請に基づき、災害拠点病院又は災害協力

病院から派遣される。 
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ア 傷病者に対する応急措置 

イ 後方医療機関への転送の可否及び優先順位の決定（トリアージ） 

ウ 転送困難な患者及び広域避難場所（避難所）等における軽症患者に対する医療 

エ 助産 

オ 死亡の確認 

カ 遺体の検案 

２ 医療救護活動 

医療救護活動は、次のように行う。 

 

【医療救護活動の体制】 

区分 医療機関名 

災害拠点病院19 茅ヶ崎市立病院、藤沢市民病院 

災害協力病院20 茅ヶ崎徳洲会病院、湘南東部総合病院、寒川病院 

（１）災害に起因する傷病者への対応 

超急性期（発災 72時間以内）の傷病者の治療の優先順位決定（トリアージ）及び軽症者の

処置は、避難所の医療救護所、又は町内受入可能医療機関で行う。重症者及び中等症者は、災

害拠点病院又は災害協力病院に搬送する。 

（２）一般の傷病者（急病者）への対応 

ライフライン停止等により医療機関の受診が不可能な傷病者、妊産婦等は、避難所医療救護

所で対応する。 

（３）在宅の人工透析・難病患者等への対応 

町が広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を利用して透析施設の被害状況を把握、

また、茅ヶ崎市保健所等から対応可能な医療機関等の情報を収集し、患者等に周知する。 

                            
19 病院等の後方医療機関として、地域の医療機関を支援する機能を有する病院で、重症・重篤な傷病者を

受け入れる等、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院 
20 災害拠点病院に準じる設備・機能を有し、災害時に災害拠点病院と連携し、傷病者等の受入れ及び治療

を行う病院 

被
災
現
場 

避難所の医療救護所 
又は 

町内受入可能医療機関 
保健医療活動チーム派遣 

重症・中等症者 

災害拠点病院 

災害協力病院 

一般の傷病

者・妊婦等 

県災害対策本部 
県保健医療調整本部 

設置 

要請 

傷病者 

医師会、歯科医師

会、薬剤医師会 
派遣要請等 

派遣 

茅ヶ崎市消防本部 

救急車両 

町災害対策本部 

（保健師班） 

茅ヶ崎市・寒川町 

災害医療対策会議 

 
※茅ヶ崎市・寒川町災害医療対策会議が開催

されない場合は、町が直接、県災害対策本

部本部・県保健医療調整本部へ要請する。 
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町内の医療機関で対応できない場合は、茅ヶ崎市保健所と連携して、町外への搬送を行う。 

（４）避難者の健康管理 

急性期以降（発災 72時間以降）は、避難所医療救護所で被災者の健康管理を行う。 

３ 搬送 

被災現場から医療救護所までの搬送は、救出した機関、地域の町民等が行うものとする。 

災害拠点病院又は災害協力病院までの搬送は、医療救護所及び町内受入可能医療機関が要請し

た茅ヶ崎市消防本部の救急車、県を経由して要請したヘリコプター等が行うものとする。 

４ 医薬品等の確保 

（１）医薬品の確保 

医薬品等は、町の備蓄又は医師、薬剤師等が持参したものを使用する。 

不足する場合、町及び医療機関は、地域災害対策会議を通じて、医薬品卸売事業者からの調

達、又は県に調達を要請する。 

（２）血液製剤の確保 

町及び医療機関は、血液製剤が不足する場合、地域災害医療対策会議を通じて県に供給を要

請する。 
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第４節 避難対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 避難の基本   

第 2 避難指示等の発令 総括班  

第 3 避難誘導等 
子育て支援班、学び推進班、スポーツ班、

福祉班、高齢介護班、保険年金班 
 

第 4 広域避難場所（避難所）

の開設 

総括班、教育政策班、学校教育班、教育

施設給食班 
 

第 5 避難所の運営 
総括班、教育政策班、学校教育班、教育

施設給食班（その他関係する班） 
 

第 6 広域避難 総括班  

第 7 警戒区域の設定 総括班  

第 8 帰宅困難者対策 産業振興班 東日本旅客鉄道（株） 

第 9 外国人対策 学び推進班  

第１ 避難の基本 

地震が発生したときの避難の基本は、次のとおりとする。 

（１）地震直後に家族、自宅、地域（避難行動要支援者）の被害及び安否確認を行う。 

（２）自宅が被災、延焼火災発生の場合は、避難場所に避難する。 

（３）危険がない場合は、自宅（耐震性のある住家）で生活を継続する。 

（４）地域の危険性が解消した場合は、自宅（耐震性のある住家）で生活を継続する。 

（５）自宅で生活できない場合は、広域避難場所（避難所）で生活する。 

※感染症流行時には、テント、ガレージ等で一時的に避難も可とする。 

（６）避難生活困難な要配慮者は福祉避難所で生活する。 

 

【避難の基本】 

(1) 家族・自宅、地域の被害・安否確認 

(3)(4) 自宅で生活を継続 

(5) 広域避難場所（避難所） 

避難所の追加指定 (6) 福祉避難所 

・自宅の被災 
・延焼火災発生 

・自宅被害なし 
・地域の危険なし 

・自宅被災のため
生活困難 

・危険の解消 

・収容能力を超える場合 

・避難所での生活が困
難な要配慮者等 

(2) 一時避難場所 
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第２ 避難指示等の発令 

１ 避難指示等の発令 

（１）避難指示等の種類 

町長（本部長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の

必要と認める居住者等に対し、避難指示等を発令する。 

避難指示等の種類は、次のとおりである。 

種類 内容 

高齢者等避難 
避難指示に先立ち、町民の避難準備及び避難行動要支援者等の避難を促

すために、高齢者等避難を発令する。 

避難指示 
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の

必要と認める居住者等に対し、避難のための立ち退きを指示する。 

緊急安全確保 
広域避難場所への避難が安全にできない場合に、自宅、近隣の建物にて

緊急的に安全を確保するよう促す。 

（２）避難指示等の発令権者 

避難指示等の発令権者は、町長（本部長）をはじめ、次のとおりである。 

発令権者 要件 根拠法令 

町長 

・災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、人の生命又は身体を災害から保護し、その他

災害の拡大を防止するため特に必要があると認める

とき 

災害対策基本法

第60条第1項 

知事 
・災害の発生により町長がその全部又は大部分の事務

を行うことができなくなったとき 

災害対策基本法

第60条第6項 

警察官 

・町長が避難のための立ち退き若しくは緊急安全確保

措置を指示することができないと認められるとき 

・町長から要求があったとき 

災害対策基本法

第61条 

・人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある

天災等、特に急を要するとき 

警察官職務執行

法（昭和23年法

律第136号）第4

条 

災害派遣を命

じられた部隊

等の自衛官 

・人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある

天災等、特に急を要する場合で、その場に警察官が

いないとき 

自衛隊法（昭和

29年法律第165

号）第94条 

知事又は知事

の命を受けた

県職員 

・洪水により著しい危険が切迫していると認められる

とき 

水防法（昭和24

年法律第193

号）第29条 

水防管理者 
・洪水により著しい危険が切迫していると認められる

とき 
水防法第29条 
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（３）避難指示等の発令基準 

避難指示等の発令基準は、概ね次のとおりとする。 

ア 火災が発生し、延焼の危険性があるとき 

イ 余震により、建物及び塀等の倒壊のおそれがあるとき 

ウ 危険物等の流出、爆発、炎上等の災害が発生し、又は予想され被害のおそれがあ

るとき 

２ 避難指示等の周知 

（１）県への報告 

町は、避難指示等を発令した場合、知事に報告する。 

（２）対象の町民等への周知 

町は、次の方法で避難指示等を対象の町民等に周知する。 

ア 防災行政無線     

イ メール配信サービス    

ウ 携帯用防災情報    

エ ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、ツイッター、フェイスブック等） 

オ 広報車による呼び掛け 

カ Ｌアラートによるテレビ、ラジオ 

キ 支援者による避難行動要支援者への個別の呼び掛け 

（３）周知事項 

避難指示等の周知事項は、次のとおりである。 

ア 避難を要する理由        イ 避難指示等の対象地域 

ウ 避難先とその場所        エ 避難経路 

オ 注意事項 

第３ 避難誘導等 

１ 避難誘導 

避難誘導は、自主防災組織等、地域の町民が行うことを原則とする。 

２ 避難行動要支援者の安否確認及び避難支援 

町からあらかじめ避難行動要支援者名簿を提供されている避難支援等関係者（自主防災組織、

自治会・町内会、民生委員・児童委員、消防、警察等）は、自分や家族の身の安全を確保したう

えで、名簿に基づき要支援者の安否を確認し、広域避難場所まで避難を支援する。 

町は、安否未確認の者等を把握し、必要な措置をとる。 

第４ 避難場所等の開設 

１ 避難場所の開設 

町は、地震後に避難する町民等のため、広域避難場所（避難所、グラウンド等）を開設する。 

また、一時避難場所については、必要に応じて自主防災組織へ開設の依頼を行う。 

ただし、緊急の場合は、町民等の判断のもと、一時避難場所を使用する。 
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２ 避難所の開設 

（１）避難所の開設 

町は、住家が被災し居住が困難となった被災者に対し、生活の場として避難所を開設する。

開設する場合は、原則として各避難所に職員等を配置し、施設管理者と連携して運営を行う。 

（２）県等への報告 

町は、避難所を開設した場合、県、茅ヶ崎市消防本部等関係機関にその旨を報告する。 

また、Ｌアラートを通じて町民等に周知する。 

第５ 避難所の運営 

１ 避難所の運営 

避難所の運営は、別に定める「避難所運営マニュアル」等を参考に行うものとする。 

（１）避難所の運営組織 

避難所開設当初は、町職員が自主防災組織等の代表者と協力して運営を行う。 

避難所運営が安定した段階においては、避難者中心の運営組織に次第に移行する。 

なお、運営にあたっては、女性の参画を求めるとともに、プライバシーの確保、男女のニー

ズの違い、要配慮者への配慮、また、男女に限らず様々な人間の特性及び意見を反映できるよ

う配慮する。 

（２）外部支援者等との連携 

町は、寒川町社会福祉協議会と連携し、避難所運営に専門性を有したボランティア等の外部

支援者等との連携を図り、避難所の運営を行う。 

（３）生活環境の整備 

町は、避難所に次の設備及び備品を整備し、プライバシーの確保、暑さ寒さ対策等、生活環

境の整備を行う。 

ア 組立式簡易ベッド          イ 間仕切り 

ウ 仮設トイレ（男女別、要配慮者用）  エ テレビ・ラジオ 

オ 情報端末              カ 掲示板 等 

（４）スペースの確保 

町は、避難した自主防災組織の代表者等と協力してスペースを確保する。 

特に、要配慮者、男女等様々なニーズの違いへの配慮等、避難者の状況に配慮する。  

ア 救護場所              イ 要配慮者のスペース 

ウ 妊産婦、母子等のスペース      エ 男女別更衣室・物干し場 

オ 授乳室               カ 談話室  

キ 児童・生徒の学習場所        ク ペットの飼養場所 等 

（５）避難所の防犯対策 

町は、避難所の防犯のため、避難者への注意喚起、必要に応じ警察官の配置又は巡回を要請

する。 

（６）生活の支援 

町は、次の生活支援を行う。 

なお、内容については、当該の節を参照のこと。  
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ア 給水        イ 食料の供給    ウ 生活必需品の供給 

エ 健康管理      オ 情報提供 等 

２ 要配慮者への配慮 

（１）避難所での要配慮者対策 

町は、避難した要配慮者の健康状態等を把握し、社会福祉協議会、民生委員児童委員、福祉

事業者、ボランティア団体等の協力を得て、衛生・介護資機材の提供、メンタルケア等、必要

な支援を行う。 

（２）福祉避難所の設置 

町は、協定に基づき社会福祉施設等に福祉避難所を開設し、避難所で生活が困難な要配慮者

を移送する。福祉避難所が不足する場合は、他の社会福祉施設等への一時入所を要請する。 

福祉避難所においては、当該社会福祉施設、社会福祉協議会等と連携して、必要な資機材の

確保、介護支援等を行う。 

（３）在宅要配慮者の支援 

町は、在宅の要配慮者の安否確認及び健康状態等を把握し、社会福祉協議会、民生委員児童

委員、福祉事業者、ボランティア団体等と連携して、福祉避難所への移送、介護サービス、メ

ンタルケア、飲料水・食料等の供給等の必要な支援を行う。 

３ 要配慮者利用施設等の対策 

（１）安全確保 

要配慮者利用施設等の管理者等は、あらかじめ作成した避難確保計画等に基づき、入所者の

安全確認及び避難等を行う。 

（２）避難支援 

町は、要配慮者利用施設等の管理者等から入所者の移送等の支援要請があった場合、関係機

関等と連携して支援する。 

４ 男女等様々な特性に配慮した生活環境の確保 

町は、避難所の開設・運営にあたって、男女等のニーズの違いを踏まえた視点、運営における

男女の参画に十分配慮する。 

特に、女性、妊産婦、乳幼児のいる家庭等への配慮として、次の対策を行う。 

ア 女性専用のトイレ、物干し場、更衣室、授乳室の設置 

イ 女性専用の物資配布 

ウ 乳幼児がいる家庭、妊産婦専用の避難スペースの設置 

エ 女性専用の相談（カウンセラー、保健師等） 

５ 新型インフルエンザ等感染症対策 

町は、新型インフルエンザ感染症等が流行している場合は、次の事項に留意して避難所運営を

行う。 

（１）避難所の確保 

町指定の広域避難場所（避難所）以外の施設を確保し、可能な限り多くの避難所を開設す

る。 

（２）親戚、知人宅等への避難 

避難所の過密を防ぐため、親戚、知人宅への避難、自宅ガレージ、テント等での避難を検討

するよう周知する。 
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（３）自宅療養者の避難 

自宅療養等を行っている感染症の軽症者等は、専用の避難所への受入れ又は保健所と連携し

て専用施設等への搬送を行う。 

（４）避難所での専用スペースの確保 

発熱、咳等の症状があり感染の疑いのある者のスペース、家族等の濃厚接触者のスペース、

専用のトイレを指定する等、区域及び動線を区分する。 

（５）健康状態の確認 

避難直後には、検温、問診等を行い、感染の疑いがある者、濃厚接触者を判別し、保健所に

連絡する。 

感染が判明した場合は、感染者及び濃厚接触者を隔離するとともに、医療機関等への移送等

の措置を保健所に要請する。 

（６）衛生環境の確保 

避難者及び避難所運営スタッフは、手洗いの実施、マスクの着用に留意する。 

また、避難所内は十分な換気、定期的な消毒に努める。 

６ 避難所以外の被災者の支援 

（１）所在の把握 

町は、在宅での避難、車中泊、テント泊等、様々な事情から避難所に滞在することができな

い被災者の所在を自主防災組織、自治会等からの情報で把握に努め、県等に報告する。 

町外の親戚、知人宅に避難している場合は、被災者自らが所在を町に知らせるようホームペ

ージ等で周知する。 

（２）生活支援 

町は、避難所以外の被災者に対し、広報紙の配布、メール、ＳＮＳ等での情報提供、食料の

配布、保健師等による巡回健康相談等に努める。 

７ 多様な場所への避難 

町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応じて、

旅館、ホテル等への避難を呼び掛ける。 

８ ペット同行避難対策 

（１）避難所での対応 

町は、避難スペースとは別の場所に、同行避難したペットの飼養場所を指定する。 

また、ペット飼養のルールを定め、周知する。盲導犬、身体障害者補助犬、介助犬等を除い

たペットの避難スペースへの持ち込みは、原則として禁止する。 

（２）ペットの飼養 

ペットを同行した避難者は、ケージ、餌等を持参し、給餌及び排泄等の処理等を所有者自身

で対応する。 

（３）被災した動物の救護 

県は、「災害時動物救護マニュアル」に基づき、獣医師会及び動物愛護団体等と連携して動

物救護本部を設置し、被災した犬猫等の救護を行う。 

町は、動物救護本部に必要な支援を要請する。 
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第６ 広域避難 

１ 広域避難の対応 

町は、単独で広域避難場所（避難所）の確保が困難となった場合、県内の他の市町村への町民

の受入れについて、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、県

に対し他の都道府県との協議を求める。緊急を要する場合は、県に報告したうえで、自ら他の都

道府県内の市町村に協議する。 

広域避難を行う場合は、町職員を移送先の市町村に派遣する。 

また、移送にあたっては引率者を添乗させる。 

２ 県の代行措置 

県は、町の行政機能が被災によって著しく低下した場合等、町からの要求を待ついとまがない

と認められるときは、広域避難のための要求を町に代わって行う。 

また、被災者保護のため必要な場合は、指定公共機関・指定地方公共機関（運送事業者等）に

被災者の運送を要請又は指示する。 

３ 広域一時滞在 

町は、大規模な災害が発生し、町単独では避難場所の確保が困難となり、町外への避難及び指

定避難所並びに応急仮設住宅の提供が必要と判断した場合には、県内の他の市町村への受け入れ

について、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し他

の都道府県との協議を求める。 

第７ 警戒区域の設定 

町長（本部長）は、災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、町民の生命身体に

対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し災害応急対策に従事

する以外の者に対して、当該地区への立入を制限、禁止又は退去を命ずる。 

警戒区域を設定した場合は、避難指示の発令と同様の措置を行う。 

第８ 帰宅困難者対策 

１ 一斉帰宅の抑制 

町は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則を広報し、一斉帰宅の抑止を図る。 

２ 帰宅困難者への支援 

（１）一時滞在施設の提供 

町は、帰宅困難者の一時滞在施設として、町民センターを提供する。 

（２）帰宅支援 

町は、一時滞在施設の帰宅困難者に対し、情報の提供、食料、飲料水の提供等可能な支援を

行う。 

３ 事業者の対応 

事業者は、災害に関する情報を収集し、帰宅困難な状況となった場合は、次の対応を行う。 

（１）一斉帰宅の抑制 

「むやみに移動を開始しない」という基本原則のもと、従業員、施設利用者等に建物、施設

内に留まることを周知する。必要に応じて、災害情報、公共交通機関の運行状況を把握し、従
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業員等に伝達する。 

なお、食料、飲料水等は、事業所の備蓄を充当することを基本とする。 

（２）避難誘導 

事業所内での待機が困難な場合は、町に連絡し町が指定した町民センターに誘導する。 

東日本旅客鉄道（株）は、駅の滞留旅客を町民センターに誘導する。 

第９ 外国人対策 

町は、避難生活を送る外国人に対し、多言語表示シート等を活用した避難所運営を実施し、外国

人に対する情報提供に努めるとともに、必要に応じ通訳ボランティアの協力を得る等、外国人へ配

慮した対応を実施する。 
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第５節 保健衛生、防疫及び遺体対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 保健衛生  健康づくり班  

第 2 防疫 環境班 茅ヶ崎市保健所 

第 3 遺体対策等 町民窓口班 茅ケ崎警察署 

第１ 保健衛生 

１ 被災者の健康管理 

町は、避難所生活の長期化、生活環境の変化に伴う避難者の体調悪化を防止するため、保健

師等で活動班を編成し、避難所等の巡回により、次の対策を行う。 

（１）避難者の健康状態の把握 

（２）避難環境・衛生状況の改善 

（３）食中毒・インフルエンザ等の感染症の予防 

（４）深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）の予防 等   

特に高齢者が生活不活発病になりやすいため、適度に体を動かせる場や機会の提供、他者等

とコミュニケーションが図れるよう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

２ こころのケア 

町は、避難所生活の長期化、被災による精神へのダメージ等によるＰＴＳＤ21等に対応する

ため、かながわＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）22、医療、保健及び福祉関係者等の協力

を得て、時期や状況に応じて、カウンセリング等の必要な措置を講じる。 

また、被災者のみならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努める。 

第２ 防疫 

１ 防疫体制の確立 

町は、被災地域又は被災状況等を迅速に把握するとともに、県及び茅ヶ崎市保健所等関係機

関と密接に連携して対処方針を定めて、防疫体制の具体的な確立を図る。 

２ 感染症患者の入院勧告及び入院措置 

茅ヶ崎市保健所は、感染症患者が発生した場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）に基づき、当該患者に対して感染症指定医療

機関において入院するよう勧告する。 

町は、県の指示により、感染症発生場所及びその周辺地区等の消毒を実施する。 

                            
21 PTSD（Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害）は、死の危険に直面した後、そ

の体験の記憶が自分の意志とは関係なくフラッシュバックのように思い出されたり、悪夢に見たりする

ことが続き、不安や緊張が高まったり、辛さのあまり現実感がなくなったりする状態のこと。 
22 DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team）は、自然災害や航空機・列車事故等の集団災害の

後、被災地域に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う専門的なチームのこと。 
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３ 感染症発生状況及び防疫活動の周知 

町又は茅ヶ崎市保健所は、感染症が発生した場合、その発生状況及びその防疫活動等につい

て広報活動を実施する。 

４ 積極的疫学調査 

茅ヶ崎市保健所は、疫学調査班を編成し、被災地及び指定した避難所等における疫学調査を

行う。調査の結果必要があるときは、健康診断を実施する。 

５ 清潔方法及び消毒方法 

（１）清潔方法 

町は、道路溝渠、公園等の公共施設を中心に障害物の除去及び清掃を実施する。 

災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は、各個人が行うことを原則とする。 

（２）消毒方法 

町は、法令に基づいて消毒を実施する。 

また、消毒薬品等を確保して自治会等を通じて町民に配布し、家屋及びその周辺の消毒

方法を周知する。 

６ ねずみ族及び昆虫の駆除 

町は、茅ヶ崎市保健所の指示によりねずみ族及び昆虫の駆除を行う。駆除に当たっては、器

材及び薬剤の現状を確認し、不足器材等を調達する。 

７ 予防接種の実施 

町は、県の指示により予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第 6条の規定による臨時の予防

接種を行う。 

第３ 遺体対策等 

１ 行方不明者の捜索 

町は、茅ケ崎警察署、茅ヶ崎市消防本部及び消防団と連携をとり、自主防災組織、自衛隊の

協力を得て、行方不明者を捜索する。 

２ 遺体の搬送 

町は、遺体発見現場から遺体収容所までの搬送は、警察署に要請する。 

３ 遺体収容所の開設 

（１）遺体収容所の開設 

町は、多数の遺体の収容が見込まれる場合、シンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総合

体育館）に遺体収容所を開設し、遺体を収容する。遺体収容のための建物がない場合は、天

幕等で対応する。 

（２）資機材等の確保 

町は、神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の取扱いに対する心得及び遺体適正処理ガ

イドライン」に基づき必要な物資の調達等を実施する。棺、ドライアイス、ビニールシー

ト、納体袋、毛布等の資機材は、協定に基づいて事業者から調達する。 

また、納棺作業等の遺体の取扱いについても、事業者に要請する。 
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４ 検視・検案・身元確認 

（１）遺体の検視23・調査 

茅ケ崎警察署は、遺体の検視・調査等を行う。 

（２）遺体の検案24 

遺体の検案は、法医学専門医、警察協力医、救護班又は応援協力により出動した医師が

行う。町は、検案後、必要に応じて、各機関の協力を得て遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置

を行う。 

（３）身元確認等 

町は、茅ケ崎警察署、歯科医師会等の協力を得て、遺体の身元確認及び身元引受人の発

見に努める。 

また、遺体収容所、役場等で身元不明者の情報を提供する。 

（４）遺体の引渡し 

遺体の検視･調査、検案が終了した遺体は、遺族等に引渡す。 

町は、身元の確認ができず警察から引渡された遺体については、墓地、埋葬等に関する

法律（昭和 23年法律第 48号）及び行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治 32年法律第 93

号）に基づき火葬を行う。 

５ 火葬 

引渡しを行った遺体の搬送及び火葬は、原則として遺族等が行う。町は、死体火葬許可書を

発行する。 

ただし、茅ヶ崎市斎場での火葬及び遺族等による遺体搬送が困難な場合は、神奈川県広域火

葬計画に基づき県内及び県外の市町村の協力を得て、広域的な火葬に努める。 

 

 

                            
23 突発的な要因で亡くなられた方に関して、検察官や司法警察員（認定された警察職員）によって身元

の確認や犯罪性の有無などを調べるために行われる手続きのこと。 
24 医師が死亡を確認し、死因、死亡時刻、犯罪による死ではないことを確認すること。 
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第６節 飲料水、食料、生活必需品等の調達及び供給 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 飲料水の調達及び供給 総務班  

第 2 食料、生活必需品等の調

達及び供給 
産業振興班、農政班 

 

第１ 飲料水の調達及び供給 

１ 給水の準備 

（１）需要の把握 

町は、給水活動の規模を決定するため、県企業庁と連携して断水地域、断水人口等、需要の

把握を行う。 

（２）給水資器材等の確保 

町は、給水活動に使用する給水車、給水タンク等の資器材、給水要員等を確保する。 

給水が困難な場合は、ペットボトル飲料水等の物資支援は県に要請し、給水車派遣は県企業

庁と連携して（公社）日本水道協会に要請するとともに、協定締結先に必要な支援を要請す

る。 

（３）給水計画の作成 

町は、給水ポイント、給水ルート、車両及び人員配置、給水スケジュール等を定めた給水計

画を作成する。 

なお、給水量は、当初 1人 1日 3リットルを目安とし、その後、飲料水以外の生活用水の確

保に努める。おおよその目安は、次のとおりである。 

日数 目標水量 用途 主な給水方法 

地震発生～ 

3日 
3 ﾘｯﾄﾙ/人・日 

生命維持に必要最低限の

水 

備蓄水と給水車等による運

搬給水 

4日～10日 20 ﾘｯﾄﾙ/人・日 
調理、洗面など最低生活

に必要な水 

運搬給水と耐震性貯水槽、消

火栓での拠点給水 

11日～21日 100 ﾘｯﾄﾙ/人・日 
調理、洗面及び最低限の

浴用、洗濯に必要な水 

一部は復旧した水道管での

給水、その他拠点給水の継続 

22日～28日 250 ﾘｯﾄﾙ/人・日 
被災前と同様の生活に必

要な水 
順次本給水に移行する 

２ 給水活動 

町は、次の方法で給水を実施する。 

（１）水の確保 

給水車への給水は、県企業庁が寒川浄水場にて行う。 

（２）給水車による給水 

ア 寒川病院、社会福祉施設には、優先して給水を実施する。 

イ 避難所、断水地区の公園等に設定した給水ポイントで、給水車から町民等が持参した容器

に給水する。 
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（３）耐震性貯水槽からの給水 

広域避難場所等に設置した耐震性貯水槽から、避難者等に給水する。 

（４）ペットボトル等の確保 

町は、ペットボトル等の保存水の供給を協定先の事業者、自治体、企業、団体等から供給を

受け活用する。 

（５）備蓄の活用 

災害発生直後は、各町民が避難時に持ち出した家庭内備蓄を活用することとする。町は、家

庭内備蓄を補完するために、町の備蓄飲料水を供給する。 

第２ 食料、生活必需品等の調達及び供給 

１ 食料 

（１）供給量の把握 

町は、避難所の避難者、在宅・車中・テント泊等での避難者、ライフラインの支障状況、応

急対策活動従事者数等を基に供給量を把握する。その際、ミルクを必要とする乳児数等につい

ても把握する。 

（２）備蓄の活用 

災害発生直後は、各町民が避難時に持ち出した家庭内備蓄を活用することとする。町は、家

庭内備蓄を補完するために、被災者に町の備蓄を供給する。 

（３）食料の確保 

町は、次の方法で食料を確保する。 

ア パン、缶詰、弁当等の供給を協定先の事業者等に要請する。 

イ 自治体、企業、団体等からの救援物資を受け入れ活用する。 

ウ 県に供給を要請する。ただし、政府所有米については、交通・通信の断絶により

県の指示が得られない場合、直接農林水産省（農産局農産政策部貿易業務課）に要

請する。 

エ 自衛隊の災害派遣部隊の炊き出し、物資供給を要請する。 

なお、要配慮者、アレルギー等の状況に配慮した食料を確保するよう努める。 

（４）食料の搬送 

町は、食料を要請した事業者等に、直接、避難所まで搬送するように要請する。 

救援物資、県を通じて確保した物資は、町民センターで受け入れ、物流事業者に搬送を要請

する。 

（５）食料の供給 

避難所に搬送した食料は、避難所運営委員会が避難者に供給することとする。 

配布にあたっては、在宅、テント、車中泊等をしている被災者にも、避難所で供給する。 

（６）炊き出し 

避難所等の調理設備等を活用した炊き出しは、避難所運営委員会が主体に行う。 

町は、避難者等から炊き出しの要望があった場合、可能な限り燃料、食材の確保に努める。 

２ 生活必需物資 

町は、避難生活に必要な生活必需物資を確保し供給する。 

確保及び供給方法は、食料と同様とする。  
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３ 物資の受入れ 

（１）物資集積場所の開設 

町は、町民センターで受け入れ、必要に応じて駐車場でテント等を用いて物資を保管する。 

また、ＪＡ施設等での保管の協力要請をする。 

大量の物資を受け入れる必要がある場合は、民間の物流事業者のノウハウを早期に活用でき

るよう、施設の活用、物資の受入れ、仕分、避難所への配送を物流事業者に委託する。 

（２）物資受入れ方法 

町は、一度に大量の物資が集まることを抑制するため、次の対応を行う。 

ア 個人等からの小口の物資は受入れの対象外とする。 

イ 自治体、企業、団体等からのまとまった量の救援物資は、申し出を登録し、必要

となった時点で町から品目、数量等を連絡し、供給を受ける。 

ウ 生鮮品等の保存期間が短い食品は、受入れの対象外とする。 
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第７節 文教対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 児童・生徒の安全確保 学校教育班  

第 2 応急教育 教育政策班、学校教育班  

第 3 応急保育 子育て支援班  

第 4 文化財の保護 教育政策班  

第１ 児童・生徒の安全確保 

１ 学校等の対応 

学校長等は、対策本部を設置し、学校における大規模地震への対応に基づき、施設等の被害状

況を把握し、児童・生徒の安全を確保する。施設内において災害が発生した場合は、児童・生徒

の避難誘導及び救護を優先し、初期消火、救出活動等の防災活動を行う。 

町教育委員会は、学校長等を通じて速やかに児童・生徒、施設等の被害状況を把握し、県教育

委員会へ報告する。 

２ 児童・生徒の引渡し 

児童・生徒は、学校において保護者へ引き渡す。 

なお、保護者の不在、帰宅路の被害等により帰宅が困難である児童・生徒については、学校に

おいて保護する。 

３ 広域避難場所の開設 

学校長は、避難所従事職員、自治会及び自主防災組織と連携して、広域避難場所の開設及び運

営について協力する。 

避難生活が長期化する場合は、施設の利用について、町災害対策本部と学校長等が協議する。 

第２ 応急教育 

１ 教育施設の確保 

町は、教育施設の被災により授業が長期にわたり中断することを避けるため、次により施設の

効率的な利用を図る。 

ア 被災箇所及び危険箇所を早急に修理し、できる限り教室の確保に努める。 

イ 授業の早期再開を図るため、必要に応じて被災を免れた学校施設を相互に利用す

る。 

ウ 校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設置する。 

エ 相互利用及び仮設校舎の設置が困難な場合は、被災を免れた社会教育施設、その

他公共施設等を利用する。 

２ 教員の確保 

（１）臨時参集 

教員は、原則として各所属に参集するものとする。交通途絶等で参集不能な場合は、最寄り

の学校に参集する。 
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町教育委員会は、学校で掌握した参集教員をとりまとめ、県教育委員会に報告する。 

（２）教員の確保 

教員が不足する場合は、県が配置等を適宜指示する。 

また、平常授業に支障をきたす場合は、退職教員の臨時雇用等の対策を行う。 

３ 学用品の支給 

町教育委員会は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を調査し、県

教育委員会へ報告し、調達する。 

（１）教科書及び教材 

教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック等 

（２）文房具 

ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

（３）通学用品 

傘、靴、長靴等 

４ 児童・生徒等の心的症状の対応 

学校長は、被災後、児童・生徒等の心的症状に対応するため、町教育委員会と連携し、学校

医、スクールカウンセラー、教育相談機関等との連携を図り、校内相談を実施する。 

第３ 応急保育 

町は、保育園の被害状況を把握し早期に保育を再開するよう努める。 

また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続きを省き、一時的

保育を行うよう努める。 

第４ 文化財の保護 

町は、文化財の被害状況を把握し、県教育委員会に報告する。 

また、文化財の破損、劣化及び散逸を防止し、復旧を行う。 
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第８節 緊急輸送 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 交通の確保 
道路班、倉見拠点づくり班、田端拠点づ

くり班、寒川駅周辺整備事務所班 

藤沢土木事務所、茅ケ崎

警察署 

第 2 緊急輸送 総括班、財産管理班、都市計画班  

第１ 交通の確保 

１ 道路の被害状況の把握 

町は、町内を巡回し、道路の被害状況を調査する。調査にあたっては、県指定の緊急輸送道

路、町指定の緊急輸送道路を優先する。 

通行できない箇所を把握した場合は、茅ケ崎警察署又は藤沢土木事務所に連絡する。 

２ 道路の啓開 

（１）道路の啓開25の方針 

道路管理者は、道路の被害状況の調査結果に基づき、緊急通行車両等の通行確保のため、次

の方針で道路の啓開を行う。 

ア 緊急輸送道路を優先し、最低限 1車線の確保を基本とする。 

イ 軽微な被害の場合は、障害物の除去、損傷の補修等を行う。 

ウ 大規模な被害の場合は、迂回路（別路線）の被害状況の調査及び啓開を行う。 

（２）障害物の除去等 

道路管理者は、道路啓開のため、道路上の障害物の除去、損傷の補修等を行う。 

町は、町指定緊急輸送道路を優先に、寒川建設業協会等との災害応援協定等に基づき協力を

得て道路上の障害物の除去、損傷の補修等を行う。 

除去した障害物は、町が指定した一次仮置場等に集積する。 

（３）放置車両の移動 

道路管理者は、災害対策基本法第 76条の 6第 1項に基づき、災害が発生した場合において、

道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通

行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊

急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その管理する道路につい

て、区間を指定して当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その

他の物件を付近の道路外へ移動すること、その他必要な措置をとることを、書面の掲示又は口

頭で命じることとする。 

３ 道路の応急復旧 

道路管理者は、被害状況、優先順位等を考慮し、応急復旧方針を定めて、道路の応急復旧を行

う。 

町は、町道の応急復旧について、寒川建設業協会等との災害応援協定等に基づき要請する。 

                            
25 道路の啓開とは、緊急通行車両等の通行のため、1車線でも通行できるよう最低限の障害物を除去し、

補修等を行うこと。 
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４ 交通規制 

茅ケ崎警察署は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって交通規制を行う。 

町は、交通規制及び道路交通情報を収集し、町民に周知する。 

第２ 緊急輸送 

１ 輸送車両等の確保 

（１）輸送車両の確保 

町は、物資、人員等を輸送する必要がある場合は、（一社）神奈川県トラック協会、バス事

業者、タクシー事業者等に協力を要請する。 

（２）燃料の確保 

町は、燃料供給事業者に燃料の供給を要請する。 

２ 緊急通行車両の確認 

（１）緊急通行車両の確認 

町は、公用車について、緊急通行車両等事前届出証を県又は公安委員会（茅ケ崎警察署）等

に提出し、標章及び証明書の交付を受ける。 

事前届出をしていない車両及び災害対策を行う他機関、団体の使用する車両についても、緊

急通行車両等確認申請書を県又は公安委員会に提出し、標章及び確認証明書の交付を受ける。 

なお、緊急通行車両は、災害対策基本法第 50条第 2項に規定する災害応急対策の実施責任

者、又はその委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両である。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の指示 

イ 消防、水防その他の応急措置 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

オ 施設及び設備の応急復旧 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持 

ク 緊急輸送の確保 

ケ その他災害の発生の防御、又は拡大の防止のための措置 

（２）規制除外車両の確認 

規制除外対象車両の使用者（医療機関、建設事業者等）は、災害対策に従事する規制除外車

両について、同様の措置をとる。 

なお、規制除外車両の対象は、次のとおりである。 

ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

ウ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

３ ヘリコプターの確保 

（１）ヘリコプターの確保 

町は、県に対しヘリコプターによる輸送を要請する。  
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（２）ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

町は、次の施設を臨時離着陸場として指定し、県、自衛隊等に連絡する。 

ヘリコプター臨時離着陸場の運用は、自衛隊等に要請する。 

川とのふれあい公園、さむかわ中央公園 
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第９節 災害警備活動 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 警備・救助対策  茅ケ崎警察署 

第 2 被災地の防犯 総括班 茅ケ崎警察署 

第１ 警備・救助対策 

警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、あるいは大地震が発生

した場合には、警備体制を早期に確立し、警察の総力を挙げて人命の安全を第一とした迅速・的確

な災害応急対策等を実施することにより、県民の生命、身体及び財産の保護、交通秩序の維持、各

種犯罪の予防検挙その他公共の安全と秩序を維持して、被災地における治安の万全を期す。 

１ 警備体制の確立 

警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、あるいは大地震が発

生した場合には、警察本部に神奈川県警察災害警備本部を、茅ケ崎警察署に警察署災害警備本部

を設置して、指揮体制を確立する。 

２ 災害応急対策 

警察は、災害対策本部等関係機関と連携して次の対策を実施する。 

（１）情報の収集・連絡 （２）救出救助活動      （３）避難指示等 

（４）津波対策     （５）交通対策        （６）危険物等対策 

（７）防犯対策     （８）ボランティア等との連携 （９）広域応援 

第２ 被災地の防犯 

町は、避難所及び無人化した被災地の防犯のため、茅ケ崎警察署、防犯関係団体等と連携して、

避難所の巡回及び避難者への注意喚起、被災地の巡回等を実施する。 

また、災害に便乗した犯罪への注意喚起の広報を行い、被害防止に努める。 
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第１０節 ライフラインの応急復旧活動 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 上水道施設  県企業庁 

第 2 下水道施設 
下水道班、倉見拠点づくり班、田端拠

点づくり班、寒川駅周辺整備事務所班 

 

第 3 電力施設  東京電力パワーグリッド（株） 

第 4 ガス施設 
 東京ガス（株）、（公社）神奈川県ＬＰ

ガス協会湘南支部茅ヶ崎・寒川部会 

第 5 電話施設 

 東日本電信電話（株）、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ（株）、

（株）ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ（株） 

第１ 上水道施設 

１ 施設の復旧 

県企業庁は、被害状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに、送配水系

統を考慮した復旧計画を定める。 

応急復旧工事に必要な資材の調達、工事の実施等については、協定等に基づき、他の事業者、

工事業者等に協力を要請する。 

送配水管等の復旧については、水源から浄水場及び配水池に至る幹線を優先し、次に主要な配

水管等を順次復旧する 

２ 町民等への周知 

県企業庁は、施設の破損等により、給水を停止する場合又は断水のおそれが生じた場合は、町

及び町民等に対し影響区域及び復旧時期について周知する。 

３ 仮設配水管等の設置 

県企業庁は、応急復旧を迅速に行うため、状況によって仮設配水管を設置するとともに、必要

に応じて仮設給水設備の併設を検討する。 

第２ 下水道施設 

１ 施設の復旧 

町は、被害状況の調査、施設の点検を実施し、排水機能の支障及び二次災害のおそれのある場

合については応急復旧を行う。流域下水道では、県及び町が連携して、被害状況の調査及び施設

の点検を行う。 

町及び県は、施設の実状に即した応急対策用資材の確保に努め、応急復旧の緊急度等を考慮

し、関係機関と協力した応急復旧を実施する。 

２ 町民等への周知 

町及び県は、施設の被害状況及び復旧見込み等について、町民等に対して周知し利用者の生活

排水に関する不安解消に努める。 
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第３ 電力施設 

１ 電力供給の方針 

東京電力パワーグリッド（株）は、地震災害により電力施設に被害があった場合は、被害状況

を早期に把握し、通電火災等の二次災害の発生を防止し、速やかに応急復旧を行い、電力供給施

設としての機能を維持する。 

なお、原則として送電は維持するが、円滑な防災活動を実施するため、警察、消防機関等から

の送電停止の要請があった場合には、適切な危険予防措置を講じる。 

２ 町民等への広報 

東京電力パワーグリッド（株）は、感電事故及び漏電による出火の防止、電力施設の被害状

況、復旧予定等について各報道機関、広報車、防災行政無線局同報系無線設備等を通じて広報す

る。 

３ 施設の復旧 

東京電力パワーグリッド（株）は、災害復旧の実施に当たって、原則として人命にかかわる箇

所、官公署、報道機関、広域避難場所（避難所）を優先する。 

第４ ガス施設 

１ 都市ガス 

（１）施設の復旧 

東京ガス（株）は、災害発生後、可能な限り迅速かつ適切に施設及び設備の緊急点検を実施

するとともに、二次災害の防止、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧活

動を行う。 

また、ガス漏えいにより被害拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の使用禁

止、ガス供給停止等の適切な危険予防措置を講じる。 

（２）町民等への周知 

東京ガス（株）は、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合に、その状況に応じて

テレビ、ラジオ、インターネット、新聞等の報道機関を通じて広報活動を行うほか、必要に応

じて直接当該地域に周知する。 

また、必要に応じて、県、町の関係機関との連携を図る。 

（３）ガスの供給再開 

東京ガス（株）は、地震発生時には供給エリアを複数のブロックに分け、被害の大きい地域

（ブロック）のみを遠隔で遮断し、ガス供給停止地域を最小限に抑えながら二次災害を未然に

防止する。 

また、ガス供給停止地域では、ＩＴシステム等により最適な復旧方法を判定し、安全かつ速

やかに供給を再開する。 

２ ＬＰガス 

（公社）神奈川県ＬＰガス協会湘南支部茅ヶ崎・寒川部会は、被害状況の把握、二次災害の防

止等を行い必要な応急復旧措置を講じる。 
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第５ 電話施設 

東日本電信電話（株）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、（株）ＮＴＴドコモ及

びＫＤＤＩ（株）は、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとり、早期に被災状況を把

握し、被災した通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現状復旧までの間の維持に必要な補

強、整備工事等の応急復旧対策を行う。 

また、最小限の通信を確保するため、次の応急措置を実施する。 

（１）通信の利用制限 

（２）無線設備、移動基地局車による措置 

（３）避難所への災害時用公衆電話（特設公衆電話）の臨時設置 

（４）災害用伝言ダイヤル「171」等及び携帯電話での災害用伝言板の運用開始 

（５）回線の応急復旧 

（６）災害対策用携帯電話の貸出し 等 
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第１１節 災害廃棄物等の処理対策 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 建物の解体撤去 環境班  

第 2 災害廃棄物処理体制 環境班  

第 3 がれき等の処理 環境班  

第 4 生活ごみの処理 環境班  

第 5 し尿の処理 環境班  

第１ 建物の解体撤去 

被災建物の解体は所有者が行うものであるが、解体撤去が国庫補助の対象となり、町が解体の必

要があると判断し、災害廃棄物として処理することが適当と認められるものについては、町が被災

者の申請の受付け、解体撤去の確認、業者への費用支払い等の手続を実施する。 

第２ 災害廃棄物処理体制 

１ 体制 

町及び県は、「寒川町災害廃棄物処理計画」及び「神奈川県災害廃棄物処理計画」に基づき、

自衛隊を含めた災害廃棄物対策に関する体制を整備し、町県相互の連絡体制を確立する。 

２ 被害情報の報告 

町は、発災後速やかにし尿処理施設及びごみ処理施設等の被災状況を把握し、県へ報告する。 

３ 災害廃棄物の対象 

災害時に発生する災害廃棄物は、次のとおりである。 

区分 内容 

がれき等 

混合廃棄物、可燃物、不燃物、コンクリートがら、金属くず、木くず、腐敗性

廃棄物、廃家電、廃自動車等、廃船舶、有害廃棄物、その他処理困難物、土砂

堆積物 

生活ごみ 家庭ごみ、避難所ごみ 

し尿 仮設トイレ等からの汲み取りし尿 

第３ がれき等の処理 

１ 仮置場の設置 

町は、がれき等を選別し処理するために、仮置場を設置する。 

仮置場の種類及び役割は、次のとおりである。 

種類 役割・特徴 候補地 

一次仮置場 

・被災町民、町の委託事業者、家屋解体事業者等が

がれき等を搬入する。 

・粗選別を行い積み替え拠点となる。 

公園、緑地・緑道、ち

びっこ広場、スポー

ツ広場等 
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二次仮置場 

・粗選別された災害廃棄物を破砕、選別により細か

く選別し資源化する。資源化された資源物等を保

管する場所となる。 

・必要に応じて中間処理施設の設置を検討する。 

寒川町青少年広場 

２ がれき等の処理 

仮置場で選別、処理された災害廃棄物は、処理施設に搬入する。町での処理が困難なときは、

県等に支援を要請する。 

第４ 生活ごみの処理 

町は、家庭ごみ及び避難所ごみについて、平常時と同様の方法で収集し処理する。 

環境事業センターの復旧が見込まれない場合及び収集運搬車両が不足する場合は、県を通じて他

自治体及び民間事業者へ支援を要請する。 

第５ し尿の処理 

１ 仮設トイレ等の確保 

町は、断水又は下水道使用が不可能になった場合、町備蓄のトイレを避難所及び断水地区の公

園等に設置する。 

仮設トイレが不足する場合は、県又は協定締結団体に支援要請を行い確保する。 

また、自宅、避難所の既存のトイレを活用できるよう簡易的な専用袋を確保し、町民に配布す

る。 

２ し尿の収集、処理 

し尿の収集運搬及び処理は、平常時と同様とする。 

町は、収集運搬車両が不足する場合は、県及び協定締結団体に支援を要請する。 
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第１２節 広域応援体制 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 県・関係機関等への応援

要請 
総括班  

第 2 消防の広域応援 総括班 茅ヶ崎市消防本部 

第 3 自衛隊の災害派遣要請 総括班  

第 4 事業者・団体等への協力

要請 
各班  

第 5 受援体制 総務班  

第１ 県・関係機関等への応援要請 

１ 県への応援要請 

町長は、災害が発生し、応急災害対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基

本法第 68条に基づき、知事に対し、応援の要請又は応援のあっせんを求め、又は災害応急対策

の実施を要請する。 

また、神奈川県と市町村との相互協定に基づき、県を通じて応援を要請する。 

２ 指定地方行政機関等への応援要請 

町長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、法令に基づき、知

事に対し、次の職員の派遣、あっせんを求める。 

（１）指定地方行政機関及び特定公共機関の職員の派遣要請【災害対策基本法第 29

条】 

（２）指定公共機関、指定地方行政機関及び特定公共機関の職員の派遣あっせん【災

害対策基本法第 30条】 

（３）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条 17の規定による職員の派遣及び

地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第 124条第 1項の規定による職員

の派遣【災害対策基本法第 30条】 

要請にあたっては、次の事項を明らかにする。 

（１）派遣を要請（あっせん）する理由 

（２）派遣を要請（あっせん）する職員の職種別人員数 

（３）派遣を必要とする期間 

（４）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（５）前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

３ 市町への応援要請 

町長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、相互応援協定を締

結する市町に応援を要請する。相互応援協定を締結する市町は、次のとおりである。  
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（１）寒河江市【姉妹都市災害時相互支援協定】 

（２）平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町【湘南地区災

害時職員相互派遣に関する協定書】 

（３）藤沢市・茅ヶ崎市【災害時相互応援協定書】 

（４）海老名市・座間市・綾瀬市【災害時等における相互応援協力に関する協定書】 

第２ 消防の広域応援 

町は、茅ヶ崎市消防本部と協議し、知事に対し、「神奈川県内消防広域応援実施計画」に基づく

応援要請及び緊急消防援助隊の派遣を要請する。 

第３ 自衛隊の災害派遣要請 

１ 災害派遣要請 

（１）派遣要請の要求 

町長は、町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対して、自衛隊の災害派遣の要請を

要求する。要求にあたっては、次の事項を明らかにする。 

ア 災害の状況及び派遣を要する事由    イ 派遣を希望する期間 

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容    エ その他参考となるべき事項 

この場合、必要に応じて、その旨及び町の地域に係る災害の状況を防衛大臣、地域担任部隊

等の長に通知する。 

また、この通知を行った時は、速やかにその旨を知事に通知する。 

（２）部隊への通知 

町長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求ができない場合は、直接、防衛大臣、地域担任

部隊等の長に被害の状況等を通知する。 

町長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に通知する。 

区分 担当窓口 所在地 電話／防災行政通信網 

陸上自衛隊 
東部方面混成団 

3科 
横須賀市御幸浜 1-1 

046(856)1291/9-486-9201 

内線(448/402) 

海上自衛隊※ 
第 4航空群司令 

第 4航空群指令部 
綾瀬市無番地 

0467(78)8611/9-490-9201・9 

内線(2245/2246) 

※航空機を必要とする場合 

２ 災害派遣の活動 

（１）他の機関との競合重複の排除 

町は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう最も効率的に作

業を分担するよう調整する。  
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（２）活動の内容 

自衛隊の活動の内容は、次のとおりである。 

項目 内容 

被害状況の把

握 

車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被害

状況を把握する。 

避難の援助 
避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行なわれる場合で必要が

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜

索救助 

行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先し

て捜索活動を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防

活動を行う。 

消防活動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必

要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火にあたるが、

消火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用する。 

道路又は水路

の啓開 

道路若しくは水路が損壊し又は障害物がある場合は、それらの啓開又

は除去にあたる。 

応急医療、救

護及び防疫 

被災者に対し、応急医療及び防疫を行うが、薬剤等は通常関係機関の

提供するものを使用する。 

人員及び物資

の緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸送

を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を要す

ると認められるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物資の無償貸

付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令」に

基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し又は救じゅつ品を

譲与する。 

危険物の保安

及び除去 

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除

去を実施する。 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについて

は、所要の措置をとる。 

３ 災害派遣部隊等の撤収要請 

町長は、派遣部隊等の長及び関係機関等との協議により、災害派遣要請の目的を達成したとき

又はその必要がなくなったと認められたときは、知事に対して撤収要請を要求する。 

４ 救援活動に要した経費 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、町が負担する。その内容は、概ね次のとおり

である。 

ア 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除

く）等の購入費、借上料及び修繕費 

イ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 
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エ 派遣部隊の救援活動実施に際し生じた（自衛隊装備に係るものを除く）損害の補

償 

オ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と町

が協議する。 

第４ 事業者・団体等への協力要請 

町は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、協定を締結する事業

者・団体等へ協力を要請する。 

事業者・団体等への要請及び連絡調整は、各業務を担当する班が実施する。 

第５ 受援体制 

１ 受援調整 

町は、総務班を受援担当と定め、総合的な応援について、県、市町等の連絡調整を行う。 

また、受援調整会議を開催し、応援に関する部内調整、応援者の適正配置等を行う。 

２ 受入場所等 

町は、応援者を受け入るため駐車可能な受入場所等を指定する。 

区分 受入場所等 

自衛隊の宿営地 

緊急消防援助隊 

応援職員の受入場所（駐車場

所） 

川とのふれあい公園、倉見スポーツ公園、県立寒川高校、

（宗）寒川神社、日産工機（株）、JX金属（株） 

ヘリコプター臨時離発着場 川とのふれあい公園、さむかわ中央公園 

３ 応援者への支援 

応援者の宿泊場所、食料・資機材等については、原則として応援側に確保を要請する。 

町は、可能な範囲で車両の燃料、飲料水等の支援を行う。 
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第１３節 災害ボランティア活動支援 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 災害ボランティアセンタ

ーの設置、運営 
総務班 寒川町社会福祉協議会 

第 2 災害ボランティアの受入

れ 
総務班  

第 1 災害ボランティアセンターの設置、運営 

大規模な災害発生時に応急活動対策を実施するにあたり、町及び防災関係機関では対応が不可能

な場合、町内外のボランティアの救援活動が必要になることから、ボランティア活動及びその受入

れ等の事務を行う災害ボランティアセンターを開設し、ボランティアの受入れを行う。 

１ 災害ボランティアセンターの設置 

町の要請に基づき、寒川町社会福祉協議会は、町役場東分庁舎 2階に災害ボランティアセンタ

ーを設置する。 

２ 災害ボランティアセンターの運営 

災害ボランティアセンターの運営は、寒川町社会福祉協議会を主体として行い、ボランティア

活動については、その自主性を尊重する。 

災害ボランティアセンターの活動は、概ね次のとおりである。 

（１）被災地・被災者のボランティアニーズ情報の収集･発信 

（２）ボランティアの受入れとコーディネート 

（３）ボランティアへの資機材等の提供等の活動支援 

（４）ボランティア団体、町及び町民との連絡調整 

なお、災害ボランティアセンターの組織体制及び業務内容の詳細については、「寒川町災害ボ

ランティアセンター運営マニュアル」を参照のこと。 

 
【ボランティアの受入体制】  

町社会福祉協議会 

災害ボランティアセンター 

※さむかわ災害ボランティアネットワークと共同で運営 

災害ボランティア、コーディネーター等 

災害対策本部 

災害ボランティア 県災害救援ボランティアセンター 

支援団体等 

被災者 

避難所 

被災場所 

 
要請 

設置 

受入れ コーディネーター等を派遣 要請 

情報共有 
協議調整 

情報収集 

支援 
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３ 情報の収集・発信 

災害ボランティアセンターは、被災地・被災者のボランティアニーズを把握し、ボランティア

の募集、受付等の情報を、ホームページ等を通じて発信する。 

第２ 災害ボランティアの受入れ 

１ ボランティアの受入れ 

災害ボランティアセンターは、町と連携して、ボランティアの受入れに際し、必要に応じて、

ボランティアの活動拠点、資機材の提供、情報提供等を行い、円滑な活動が行われるよう支援す

る。 

神奈川県社会福祉協議会との協定に基づき、災害ボランティアセンターへのコーディネーター

派遣を要請する。 

また、支援者の増加及び被災者ニーズの多様化に伴う組織体制の強化については、県災害救援

ボランティア支援センターと連携する。 

なお、新型インフルエンザ等感染症が流行している場合、ボランティアの募集範囲は、町又は

近隣地域を基本とし、募集範囲を拡大する場合は被災地域のニーズ、意見等を踏まえ協議する。 

２ ボランティア団体等との連携 

災害ボランティアセンターは、町と連携して、災害ボランティア活動の経験を有するＮＰＯ・

ＮＧＯ等のボランティア団体等と情報を共有する場を設け、被災者のニーズや支援活動の全体像

を把握し、連携のとれた支援活動を行う。 

３ 専門ボランティアの受入れ 

医師、看護師、保健師、通訳等の専門的ボランティアは、町が県、関連団体等を通じて派遣を

要請し受け入れる。 

ボランティア活動センターで受け入れた専門ボランティアは、関係する町の担当と連携して活

動する。 
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第１４節 災害救助法の適用事務 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 災害救助法の適用基準 財政班  

第 2 災害救助法の適用手続 財政班  

第１ 災害救助法の適用基準 

町長は、その被災状況によって災害救助法に基づく応急措置を実施する必要があると認める時

は、知事に対してその旨を要請する。 

知事は、必要があると認めた場合、災害救助法を適用する。 

災害救助法の適用基準は、同法施行令第 1条に定めるところによるが、町における具体的な適用

基準は次のとおりである。 

（１）住家が滅失した世帯数が 60世帯以上に達したとき。 

（２）被害が広範囲にわたり、県内の滅失世帯数が 2,500世帯以上に達した場合で、

町内の滅失世帯数が 30世帯以上に達したとき。 

（３）被害が県内全域に及ぶ大災害で滅失世帯数が 12,000世帯以上に達した場合 

（４）災害が隔絶した地域で発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とす

る内閣府令で定める特別の事情※1がある場合であって、多数の住家が滅失したと

き。 

（５）多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であっ

て、内閣府令で定める基準※2に該当するとき。 

※1 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を

必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

※2 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難し

て、継続的に救助を必要とすること。被災者に対する食品若しくは生活必需品

の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊

の技術を必要とすること。 

第２ 災害救助法の適用手続 

災害に際し、町における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当する見込みのある時は、

町長は、直ちにその旨を知事に報告する。 

町長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない時は、知事が行う

救助の補助として災害救助法の規定による救助に着手し、その状況を事後速やかに知事に情報提供

する。 

知事は、救助を迅速に行うために必要があると認める時は、次に掲げる救助の実施に関する事務

の一部を町長が行うこととすることができる。この場合、救助の期間、内容を町長に通知する。 
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「災害救助法施行細則による救助の程度等」（県告示）における救助の種類 

（１）避難所及び応急仮設住宅の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）被災した住宅の応急修理 

（７）学用品の給与 

（８）埋葬 

（９）死体の捜索 

（10）死体の処理 

（11）障害物の除去 

（12）応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 
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第１５節 二次災害の防止 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 水害対策 
下水道班、倉見拠点づくり班、田端拠点

づくり班、寒川駅周辺整備事務所班 
 

第 2 危険度判定 都市計画班  

第 3 環境対策 環境班  

第 4 爆発等及び有害物質によ

る二次災害対策 
 施設の管理者等 

第 5  空家等による二次災害等

の防止 
都市計画班  

第１ 水害対策 

河川管理者及び町は、堤防等の河川構造物の点検を行い、地震後の降雨等による二次的な水害を

防止するために応急対策を実施する。 

第２ 危険度判定 

１ 被災建築物の応急危険度判定 

町は、地震により被災した建築物について、余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次

災害を防止するため、応急危険度判定を実施する。 

（１）判定実施体制の整備 

町は、被災建築物危険度判定実施本部を役場に設置し、応急危険度判定士、資機材を確保す

る。町で判定士、資機材の確保が困難な場合は、県に要請する。 

また、広報紙等により町民等へ応急危険度判定を実施することを広報する。その際に、当該

判定は、人命の安全性を確保するための作業であり、罹災証明のための被害認定調査ではない

ことを周知する。 

（２）判定調査 

地震発生後 10日以内に終了することを目標として、被災建築物の被害状況を調査し、危険

度の判定・表示を行う。判定は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル」(財団法人日本建築

防災協会）に基づき行う。 

調査結果は、「危険」「要注意」「調査済」の 3種類のステッカーを建築物の出入口等の見や

すい場所に表示し、当該建築物の利用者、居住者、通行者等に周知を図る。 

結果の区分 ステッカー 判定結果の意味 

危険 赤色 

・この建築物に立ち入ることは危険です。 

・立ち入る場合は、専門家に相談し、応急措置を行った後にし

てください。 

要注意 黄色 
・この建築物に立ち入る場合は、十分注意してください。 

・応急的に補強する場合は、専門家にご相談ください。 

調査済 緑色 
・この建築物の被災程度は、小さいと考えられます。 

・建築物は、使用可能です。 
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２ 被災宅地の危険度判定 

町は、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、宅

地の二次災害を軽減・防止するために危険度判定を実施する。 

（１）判定実施体制の整備 

町は、被災宅地危険度判定実施本部を役場に設置し、被災宅地危険度判定士、資機材を確保

する。町で被災宅地判定士、資機材の確保が困難な場合は、県に要請する。 

（２）判定調査 

判定は、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」（被災宅地危険度判定連絡協議会）等に

基づき行う。 

調査結果は、「危険宅地」「要注意宅地」「調査済宅地」の 3種類のステッカーを宅地等の見

やすい場所に表示し、宅地の居住者、通行者等に周知を図る。 

判定結果の区分 ステッカー 判定結果の意味 

危険宅地 赤色 この宅地に立ち入ることは危険です。 

要注意宅地 黄色 この宅地に立ち入る場合は、十分注意してください。 

調査済宅地 緑色 この宅地の被災程度は、小さいと考えられます。 

（３）避難対策 

降雨等により被害が拡大するおそれのある場合は、避難指示、立入禁止等の適切な措置をと

る。 

第３ 環境対策 

１ アスベスト等の対策 

町は、建築物等への被害により有害物質の漏えい及び石綿の飛散が懸念される場合は、「災害

時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（環境省水・大気環境局大気環境課）を参考

に、環境モニタリング、解体事業者等への注意喚起等の対策を行う。 

また、必要に応じて、アスベスト飛散の危険性について町民、ボランティアに対し注意喚起等

を行う。 

２ 放射性物質のモニタリング 

町は、原子力施設等の事故が発生した場合、定期的に公共施設等で放射性物質のモニタリング

を行い公表する。 

第４ 爆発等及び有害物質による二次災害対策 

危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は、爆発等の二次

災害防止のため、施設の点検や応急措置を行う。爆発等のおそれが生じた場合は、速やかに消防、

警察等の関係機関に連絡する。 

県は、町と協力して工場等の立入調査を実施し、安全確認に努める。 

第５ 空家等による二次災害等の防止 

町は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要

最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれののある部分や、応急措置の支障とな

る空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 
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第１６節 被災生活の支援 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 住家の被害認定調査及び

罹災証明の交付 
税務収納班  

第 2 被災住宅の応急修理 都市計画班  

第 3 応急仮設住宅 都市計画班 県 

第 4 障害物の除去 都市計画班  

第 5 被災者台帳の作成 町民窓口班  

第 6 被災者の支援 
町民協働班、町民窓口班、福祉班、税務

収納班 
寒川町社会福祉協議会 

第１ 住家の被害認定調査及び罹災証明の交付 

１ 住家の被害認定調査 

（１）被害認定調査 

町は、住家等の被害状況の把握及び罹災証明を交付するために、「災害に係る住家の被害認

定基準運用指針」（内閣府）を参考とし、住家等の被害認定調査を行う。 

調査員が不足する場合は、県を通じ全国の自治体職員、神奈川県土地家屋調査士会等に応援

を要請する。 

調査は、次の 3段階で行う。 

調査区分 内容 

第 1次調査 
外観の損傷状況の目視による把握、建物の傾斜の計測及び住家の主要な

構成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 

第 2次調査 

第 1次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合に実施する。 

外観目視調査及び内部立入調査により、外観の損傷状況の目視による把

握、住家の傾斜の計測、部位ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 

再調査 

第 2 次調査実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があった

場合に実施する。 

当該被災者の依頼の内容を精査し、再調査が必要と考えられる点につい

て再調査を行う。 

（２）被害認定基準 

被害の認定は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない

（一部損壊）」「被害なし」に区分する。 

被害の程度 全壊 
大規模 

半壊 

中規模 

半壊 
半壊 準半壊 

準半壊に至

らない（一

部損壊） 

損害基準判定 

（住家の主要な構

成要素の経済的被

害の住家全体に占

める損害割合） 

50％以上 
40％以上 

50％未満 

30％以上 

40％未満 

20％以上 

30％未満 

10％以上 

20％未満 
10％未満 
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２ 罹災証明の交付 

町は、住家の被害認定調査の結果について、罹災証明の台帳を作成し、被災者からの申請に基

づき罹災証明を交付する。 

交付の流れは、概ね次のとおりである。 

 
【罹災証明の交付の流れ】 

第２ 被災住宅の応急修理 

県は、災害救助法が適用された場合、町と連携して、災害により住家が半壊し、又は半焼した場

合、居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災した住宅の居住性を維持する。 

１ 対象者の選定 

町は、相談窓口等で被災者の申請に基づき、対象者を選定する。 

対象者は、災害のため住家が半壊し、又は半焼し、自らの資力では応急修理ができない者（半

壊及び準半壊）及び大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊し

た者（大規模半壊）とする。 

２ 応急修理の実施 

町は、申請に基づき建設業者と契約して応急修理を実施する。 

修理は、居室、炊事場、トイレ等生活上欠くことのできない部分とする。 

第３ 応急仮設住宅 

県は、災害救助法が適用された場合、災害により住家を滅失し、自己の資力によっては居住する

住家を確保できない被災者に応急仮設住宅等を供給する。 

１ 応急仮設住宅必要戸数の把握 

町及び県は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅、民間賃貸住宅等の戸数を関係団体と連

携して調査する。 

あわせて、町は、避難者数、住家の被害状況、避難者の意向等から、応急仮設住宅の必要戸数

（建設型・賃貸型）を把握する。 

第 1 次調査 

申請書の受理 

被害程度の説明・再調査依頼が可能である旨の周知 

第 2 次調査申請受理 

再調査依頼の受理 

第 2 次調査 被害程度の説明 

被害程度の説明 再調査 

罹災証明の交付 

罹災証明の交付 

罹災証明の交付 
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２ 建設型応急仮設住宅 

県は、町が提出した建設候補地の中から建設候補地を選定する。仮設住宅の建設は、県が実施

し、必要に応じて、工事の監督を町に委任する。 

町は、応急仮設住宅への入居者の募集及び選考について、県と協力して行う。この際、要配慮

者優先の観点等から入居者の優先順位を設定して選考する。 

３ 賃貸型応急仮設住宅 

県は、民間賃貸住宅等の民間所有施設について、建物提供の協力を要請し、契約を締結して提

供する。 

また、県、町、県住宅供給公社等は、被災者の一時入居のため、それぞれ管理する公営住宅等

の空家住宅を活用する。 

第４ 障害物の除去 

町は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で日常生活に著しい障害を及ぼしている場合、

災害救助法に基づきその除去を行う。対象者は、次の全てに該当する者とする。 

（１）当面の日常生活が営み得ない状態にあるもの 

（２）住家の被害程度が半焼、半壊又は床上浸水と認定されたもの 

（３）自らの資力をもってしては障害物の除去ができないもの 

障害物の除去作業は、対象者の申請を判断し、建設事業者に委託して行う。 

第５ 被災者台帳の作成 

１ 被災者台帳の作成 

町は、被災者の援護の基礎となる被災者台帳を作成する。被災者台帳に記載する内容は、次の

とおりである。 

（１）氏名 

（２）生年月日 

（３）性別 

（４）住所又は居所 

（５）住家の被害その他町が定める種類の被害の状況 

（６）援護の実施の状況 

（７）要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

（８）電話番号その他の連絡先 

（９）世帯の構成 

（10）罹災証明の交付の状況 

（11）台帳情報を町以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、

その提供先 

（12）台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

（13）被災者台帳の作成にあたって行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第 2条第 5項に規定する個

人番号を利用する場合には、被災者に係る個人番号（マイナンバー） 

（14）その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項 
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２ 被災者情報の提供 

町長は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を利用の目的以外の目的のため

に自ら利用し、又は提供することができる。この場合、被災者に係る個人番号（マイナンバー）

は含まないものとする。 

（１）本人の同意があるとき又は本人に提供するとき 

（２）町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき 

（３）他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受け

る者が被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用する

とき 

第６ 被災者の支援 

１ 災害相談の実施 

町は、総合相談窓口を設置し、福祉、保健、医療、教育、労働、金融等被災者生活の支援に関

する相談、要望等への対応を実施する。 

相談窓口で扱う事項は、概ね次のとおりである。 

（１）安否情報（家族の消息等）    （２）捜索依頼の受付 

（３）住家の被害認定、罹災証明交付  （４）死体火葬許可書の発行 

（５）他各種証明書の発行       （６）応急仮設住宅の申し込み 

（７）住宅の応急修理の申し込み    （８）災害見舞金、義援金の申し込み 

（９）被災者生活再建支援金の申し込み （10）生活資金、営業資金等の相談等 

（11）法律関係の相談         （12）健康相談 

（13）福祉関係の相談         （14）教育関係の相談 

（15）職業のあっせん等の相談     （16）税等の減免制度の相談・申し込み 

（17）各種給付制度の相談・申し込み  （18）町以外が実施する支援制度の紹介 

２ 義援金の募集・受付・配分 

町は、義援金の受付口座を開設し、ホームページ、報道機関を通じて、町への義援金を募集す

る。 

また、義援金の受入れ、配分に関しては、県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金

会等と義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ及び配分を行

う。 

３ 生活再建資金援助等 

（１）被災者生活再建支援金 

県及び町は、被災者生活再建支援法（平成 10年法律第 66号）に基づき、自然災害によりそ

の生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が拠出した基金を活用して被災者生活再

建支援金を支給する。 

（２）災害弔慰金・災害見舞金 

町は、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡した町民の遺族に対して

災害弔慰金を、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に対し、災害障害見舞

金を支給する。  
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（３）災害援護資金等 

町は、災害により家財等に被害があった場合、生活の立て直し、自立助長の資金として、災

害救助法が適用された災害では災害援護資金を貸し付ける。 

寒川町社会福祉協議会は、同法の適用に至らない小災害時には生活福祉資金を、低所得者層

を対象に貸し付ける。 

４ 租税等の徴収猶予 

国、県及び町は、被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、租税等の納税期限の延長、

徴収猶予、減免等、適時、適切な措置を実施する。 

５ 安否情報の提供 

町は、被災者の安否情報について、家族、親族等から照会があった場合は、被災者等の権利利

益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

なお、被災者の中に配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受けるおそれの

ある者、ストーカー行為、児童虐待等の被害者等が含まれる場合は、その個人情報の管理を徹底

する。 

６ 物価の安定、物資の安定供給 

町及び県は、食料をはじめとする生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、事業者による

買い占め・売り惜しみが生じないよう監視するとともに、必要に応じて指導等を行う。 
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第６章 復旧・復興対策 

第１節 復興体制 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 復興計画策定に係る庁内

組織の設置 
企画政策班  

第 2 人的資源の確保 企画政策班、各班  

第１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

町は、復興に関わる総合的措置を講じ、速やかな復興を図るために、復旧対策調整会議を開催

し、復興計画作成方針の検討、復興計画に係る庁内案の作成、既存計画（施策）との整合性の確保

及び庁内の調整を行う。 

第２ 人的資源の確保 

本格的な復旧作業及び災害復興事業の実施のために、特に人材を必要とする部門については、関

係機関と協議・調整し、弾力的かつ集中的に人員配置を行うとともに、臨時職員等の雇用を行う。 

１ 派遣職員の受入れ 

不足する職員を補うため、地方自治法、災害対策基本法、応急対策職員派遣制度、相互応援協

定等に基づき、職員の派遣、又はあっせんの要請を行い、職員を受け入れる。 

２ 専門家の支援の受入れ 

災害後は、土地の測量、登記、建築、不動産評価等の土地に関する法律的な問題等、様々な問

題が発生し、専門的なサービスの提供が求められることが予想される。 

そこで、県、関係団体等に弁護士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、税理士等の専門家の支

援を要請する。 

３ 情報提供と相談の実施 

町は、行政の行う施策のほか、復旧・復興期における輻輳する多種多様な情報を整理し、ホー

ムページや広報紙等を利用して提供する。 

また、相談窓口、コールセンター等を設置し、生活再建や事業復興の不安に対する相談に応じ

る。 
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第２節 復興対策の実施 

●対策の体系と担当 

項目 町担当 関係機関 

第 1 復興に関する調査 企画政策班、各班  

第 2 復興計画の策定 企画政策班、各班  

第 3 復興財源の確保 財政班  

第１ 復興に関する調査 

町は、被災状況を把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復興

対策、生活再建支援等、復興対策及び復興対策に係わる応急対策を迅速・的確に行うため、復興に

関する調査を行う。 

第２ 復興計画の策定 

町は、大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、被災地の

再建は高度かつ複雑な大規模事業になることから、これを速やかに実施し、多くの関係機関の諸事

業を調整しつつ計画的に復興を推進していくため、復興計画を策定する。 

復興計画を策定する際には、(1)復興の基本方針の策定、(2)分野別復興計画の策定、(3)復興計

画の策定という 3つのステップを経て行う。 

なお、復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者のこころの健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを踏まえ、その維持・回復及び再構築に

十分に配慮する。 

（１）復興の基本方針の策定 

復興の基本方針では、復興理念（スローガン）の設定、復興の基本目標等を設

定する。 

（２）分野別復興計画の策定 

都市復興、住宅復興、産業復興、生活再建等、個別具体的な計画が必要な分野

については、分野別復興計画を策定する。 

（３）復興計画の策定 

復興の基本方針、分野別復興計画の検討結果を踏まえ、復興計画案を作成し、

町民、関係機関、団体等の意見を聞き、復興計画を作成する。 

（４）復興計画の公表 

町民等が協働・連携して復興対策を推進するため、新聞、ラジオ、テレビ、ホ

ームページ、広報紙等により復興施策を具体的に公表する。 

第３ 復興財源の確保 

１ 財政方針の策定 

被害状況の把握と対応策の検討と同時に、応急・復旧事業、復興事業に係る財政需要見込を算

する。 
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また、財政需要見込に基づき、対策の優先度及び重要度に応じて適切な対応が図れるよう、機

動的かつ柔軟な予算執行及び編成を行う。 

２ 財源確保対策 

復旧・復興対策に係る財政需要に対応するため、財政基金（大規模災害対応分）の活用、他の

事業の抑制等により財源の確保を図るほか、激甚災害の指定、災害復旧に係る補助、起債措置、

交付税措置等、十分な支援を国へ要望する。 
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第７章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第１節 計画の基本 

第１ 計画の目的 

１ 計画の目的 

南海トラフ地震防災対策推進計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法（平成 14年法律第 92号。本章において、以下「法」という。）第 5条第 2項の規定に基

づき、南海トラフ地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防

護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整

備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、町における地震防災対策の推進を図ることを目的

とするものである。 

なお、町域は、南海トラフ地震による津波の浸水想定区域外のため、地震の揺れを対象とす

る。 

２ 推進地域の指定 

南海トラフ地震は、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向

灘沖までに至るプレート境界を震源とする大規模な地震である。 

町は、法第 3条第 1項の規定により、内閣総理大臣によって南海トラフ地震防災対策推進地域

（以下「推進地域」という。）に指定されている。 

 

※南海トラフ地震防災対策推進地域：南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずる

おそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている市町村 

             及び南海トラフ巨大地震の想定震源域】 

気象庁ホームページによる。  
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第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱（公助） 

南海トラフ地震の防災対策に関し、町、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機

関、自衛隊、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者が処理すべき事務又は業務大綱は、第 1章

第 4節 第 1「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱（公助）」のとおりである。 

第３ 町民、自主防災組織及び事業所の責務（自助・共助） 

南海トラフ地震の防災対策に関し、町民、自主防災組織及び事業所の責務は、第 1章 第 4節 

第 2「町民及び自主防災組織の責務（自助・共助）」及び第 3「事業所の責務（自助）」のとおりで

ある。 
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第２節 南海トラフ地震に関連する情報と対応 

第１ 南海トラフ沿いで観測される異常な現象 

南海トラフ沿いで観測され得る大規模地震については、確度の高い地震の予測は困難であるもの

の、観測され得る異常な現象のうち、観測される可能性が高く、かつ大規模地震につながる可能性

があるものとして、防災対応の検討が必要となる 3ケースが想定されている。 

１ 半割れ（大規模地震）／被害甚大ケース（半割れケース） 

南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震発生の

可能性が相対的に高まったと評価された場合 

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード

（以下「M」）8以上の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価

される。 

２ 一部割れ（前震可能性地震）／被害限定ケース（一部割れケース） 

南海トラフ沿いで、大規模地震に比べて一回り小さい、M7クラスの地震が発生した場合 

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において M7以上 M8未満の地震が発生し

た場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価される。 

なお、想定震源域のプレート境界以外、想定震源域の海溝軸外側 50km程度までの範囲で発生

した M７以上の地震についても、「一部割れケース」として取り扱われる。 

３ ゆっくりすべり／被害なしケース（ゆっくりすべりケース） 

短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりす

べりが観測された場合 

第２ 南海トラフ地震に関連する情報 

南海トラフ地震に関連する情報は、「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説

情報」の情報名で発表する。 

「南海トラフ地震に関連する情報」の種類及び発表条件は、次のとおりである。 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震

臨時情報 

〇南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿

いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または

調査を継続している場合 

〇観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震

関連解説情報 

〇観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発

表する場合 

〇「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における

調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表す

る場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調

査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があります。 
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第３ 南海トラフ地震臨時情報 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域又はその周辺で速報的な評価で算出された M6.8程度

以上の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した際は、南

海トラフ地震との関連性について調査を開始する旨を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」と

して発表する。 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震注意・調査終了） 

気象庁は、その後、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、

発生した現象について評価を行う。評価結果が、前項の 3ケースのいずれかに該当する現象と判

断された場合には、気象庁から次の情報が発表される。 

異常な現象に対する評価 発表される情報 

(1) 半割れケース 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

(2) 一部割れケース 
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

(3) ゆっくりすべりケース 

いずれにも当てはまらない現象 南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 

 

【情報の流れのイメージ】 

 

南海トラフの想定震源域 
又はその周辺で 

M6.8以上の地震が発生 

南海トラフの想定震源域のプレート境界面
で通常とは異なるゆっくりすべりが 

発生した可能性 

気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を発表 

有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、 
起こった現象を評価 

プレート境界の
M8以上の地震 

M7以上の地震 ゆっくりすべり 
左の条件を満
たさない場合 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（巨大地震警戒） 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（巨大地震注意） 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（調査終了） 

観測した異常な

現象 

異常な現象に対す

る評価（5～30分

後） 

評価の結果、発表

される情報（最短

約 2時間後） 
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第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

第１ 市街地等の整備 

地震防災対策として、防災空間の確保、市街地の整備、防火地域・準防火地域の指定といった市

街地等の整備を行う。詳細は、第 3章 第 1節「市街地等の整備」のとおりである。 

第２ ライフラインの安全対策 

地震防災対策として、上下水道施設、電気・ガス・電話・通信サービス等の施設の耐震化等を行

う。詳細は、第 3章 第 2節「ライフラインの安全対策」のとおりである。 

第３ 危険物等施設の安全対策 

地震防災対策として、 事業者に対する指導、各事業者において危険物施設の整備等を行う。詳

細は、第 3章 第 3節「危険物施設等の安全対策」のとおりである。 

第４ 建築物の安全確保対策 

地震防災対策として、建築物の耐震化、液状化対策等を行う。詳細は、第 3章 第 4節「建築物

等の安全確保対策」のとおりである。 

第５ 広域避難場所の確保及び整備 

地震防災対策として、広域避難場所を確保し、必要な施設及び設備を整備する。詳細は、第 4章 

第 5節「避難対策」のとおりである。 

 

 

第４節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

町で対応が困難な場合は、県、関係機関等の応援、自衛隊の災害派遣をはじめ、協定を締結して

いる機関・団体等、災害ボランティア団体等と連携して対策を行う。詳細については、第 5章 第

12節「広域応援体制」、第 13節「災害ボランティア活動支援」のとおりである。 
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第５節 時間差発生等における円滑な避難の確保等に関する事項 

第１ 避難の基本方針 

気象庁は、南海トラフにおいて異常な現象を観測した場合等において「南海トラフ地震に関連す

る情報」を発表し、国は、地方公共団体に対して防災対応について指示及び呼び掛けを行い、国民

に対してその旨を周知する。 

町は、この情報を基に、南海トラフの想定震源域内の領域で大規模地震（先発地震）が発生し、

残りの領域で大規模地震（後発地震）の可能性が高まったと評価された場合等に、避難対応を行う

ものとする。 

なお、避難対応については、国の「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイ

ドライン」に準拠する。 

第２ 避難対応 

１ 情報収集 

町は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表した場合、災害対策本部を設置し、

情報収集を開始する。 

２ 巨大地震警戒対応 

町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、次の対応をとる。 

（１）町民の自主避難に備え、広域避難場所（避難所）を開放する。 

（２）町民に地震への備えの確認を呼び掛ける。 

なお、避難は、概ね 1週間程度継続し、続けて巨大地震注意対応に移行する。 

３ 巨大地震注意対応 

町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、次の対応をとる。 

（１）町民に地震への備えの確認を呼び掛ける。 
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【避難対応】 

第２ 避難対策 

町は、広域避難場所（避難所）を開設し、必要な避難者対策を行う。 

詳細については、第 5章 第 4節「避難対策」のとおりである。 

 

  

プレート境界の M8以上
の地震（半割れケース） 

南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒） 

異常現象の
評価 

発表情報 

M7以上の地震 
（一部割れケース） 

ゆっくりすべり 

南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震注意） 

南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震注意） 

（最短） 
2時間程度 

～ 
1週間 

【巨大地震警戒対応】 
・日頃からの地震への
備えを再確認する等 

・揺れが心配な町民は
自主避難 

【巨大地震注意対応】 

・日頃からの地震への

備えを再確認する等 

【巨大地震注意対応】 

・日頃からの地震への

備えを再確認する等 

1週間後 
～ 

2週間 

【巨大地震注意対応】 

・日頃からの地震への

備えを再確認する等 

すべりが収

まったと評

価されるま

で 

大規模地震

発生まで 

・大規模地震発生の可能性

がなくなったわけではな

いことに留意しつつ、地

震の発生に注意しながら

通常の生活を行う。 

・大規模地震発生の可能性

がなくなったわけではな

いことに留意しつつ、地

震の発生に注意しながら

通常の生活を行う。 

・大規模地震発生の可能性

がなくなったわけではな

いことに留意しつつ、地

震の発生に注意しながら

通常の生活を行う。 
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第６節 防災訓練に関する事項 

町は、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、地震防災上必要な訓練を行う。詳細について

は、第 2章 第 5節「防災訓練の実施」のとおりである。 

 

 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

町は、地震防災上必要な防災教育及び広報を行う。詳細については、第 2章 第 1節「防災知識

の普及・啓発」のとおりである。 

 

 


